
1

ふ
た
た
び
鉄
炮
伝
来
論
　
村
井
章
介
氏
の
批
判
に
応
え
る

宇
田
川
武
久

﹇
論
文
要
旨
﹈

は
じ
め
に

❶
朝
鮮
王
朝
と
明
国
史
料
の
火
炮
の
解
釈

❷
日
本
に
伝
来
し
た
鉄
炮
の
源
流

❸
多
様
な
鉄
炮
の
存
在
は
分
散
波
状
的
伝
来
を
意
味
す
る
か

む
す
び

す
で
に
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
八
月
の
種
子
島
の
鉄
炮
伝
来
は
歴
史
の
常
識
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
根
拠
は
伝
来
か
ら
半
世
紀
以
上
も
た
っ
た
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
三
）
に
南
浦
文
之
の

書
い
た
『
鉄
炮
記
』
に
あ
る
。
こ
ん
に
ち
の
鉄
炮
の
隆
盛
は
、
ひ
と
え
に
時
堯
が
鉄
炮
を
入
手
し
た
功

績
に
よ
る
も
の
と
顕
彰
し
、
と
て
も
天
文
十
二
年
ご
ろ
の
で
き
ご
と
は
思
え
な
い
、
津
田
監
物
や
根

来
寺
の
杉
坊
、
堺
の
商
人
橘
屋
又
三
郎
、
松
下
五
郎
三
郎
な
る
人
物
を
登
場
さ
せ
て
、
鉄
炮
が
種
子

島
か
ら
和
泉
の
堺
、
紀
州
の
根
来
、
畿
内
近
邦
か
ら
関
東
ま
で
広
ま
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
な

の
に
い
ま
も
『
鉄
炮
記
』
の
語
る
種
子
島
の
鉄
炮
伝
来
と
伝
播
を
唯
一
と
す
る
見
方
は
少
な
く
な
い
。

そ
も
そ
も
種
子
島
の
鉄
炮
伝
来
は
漂
着
と
い
う
偶
発
的
出
来
事
で
あ
り
、
一
大
船
は
倭
寇
の
巨
魁

王
直
の
唐
船
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
明
の
海
禁
政
策
に
違
犯
し
て
東
ア
ジ
ア
の
海
を
舞
台
に
密
貿
易
に

奔
走
し
、
九
州
や
西
国
の
大
名
や
商
人
と
深
く
結
び
つ
い
た
存
在
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
事
実
に
着

目
し
て
倭
寇
が
東
南
ア
ジ
ア
の
鉄
炮
を
種
子
島
と
九
州
お
よ
び
西
国
地
方
に
分
散
波
状
的
に
伝
え
た

と
主
張
し
て
き
た
。

鉄
炮
伝
来
の
研
究
は
明
治
以
来
、
こ
ん
に
ち
ま
で
百
年
以
上
の
蓄
積
が
あ
る
も
の
の
、
最
近
、
中

世
対
外
関
係
史
の
分
野
に
お
い
て
議
論
が
再
燃
し
、
な
か
で
も
村
井
章
介
氏
の
発
言
が
き
わ
だ
っ
て

い
る
。
同
氏
は
私
の
倭
寇
鉄
炮
伝
来
説
に
は
、
①
「
朝
鮮
・
明
史
料
の
火
炮
の
解
釈
」、
②
「
日
本

に
伝
来
し
た
鉄
炮
の
源
流
」、
③
「
様
々
な
鉄
炮
の
仕
様
が
分
散
波
状
的
伝
来
を
意
味
す
る
の
か
」

の
三
点
の
疑
問
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宇
田
川
は
十
分
な
反
論
も
お
こ
な
わ
な
い
ま
ま
、
倭
寇

鉄
炮
伝
来
説
を
独
走
す
る
と
つ
よ
く
批
判
し
た
。そ
し
て
村
井
氏
は
鉄
炮
の
伝
来
は
、あ
く
ま
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
世
界
と
の
直
接
の
出
会
い
と
し
て
理
解
す
べ
き
と
力
説
す
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
見
解
の
相
違

で
あ
る
が
、
本
稿
の
目
的
は
銃
砲
史
・
砲
術
史
の
視
点
か
ら
村
井
氏
の
三
点
の
批
判
に
応
え
る
こ
と

に
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

鉄
炮
記
、
鉄
炮
伝
来
、
倭
寇
、
南
蛮
鉄
炮
、
砲
術
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は
じ
め
に
―
最
近
の
議
論
―

私
は
一
九
九
〇
年（
平
成
元
）二
月
に『
鉄
砲
伝
来
』（
中
公
新
書
）、二
〇
〇
六
年（
同

十
八
）
十
月
に
『
真
説
鉄
炮
伝
来
』（
平
凡
社
新
書
）
を
著
し
た
。
両
書
の
鉄
炮
伝

来
の
主
張
は
、
①
種
子
島
に
鉄
炮
を
伝
え
た
の
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
で
は
な
く
、
当
時
、

東
ア
ジ
ア
の
海
を
舞
台
に
活
動
し
て
い
た
倭
寇
で
あ
り
、②
伝
来
し
た
鉄
炮
は
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
も
の
で
は
な
く
、
東
南
ア
ジ
ア
の
そ
れ
で
あ
り
、
③
伝
来
後
に
起
こ
っ
た

砲
術
諸
流
の
鉄
炮
の
仕
様
が
多
様
な
理
由
は
、
鉄
炮
伝
来
が
種
子
島
を
ふ
く
め
た
九

州
お
よ
び
西
国
の
広
い
地
域
に
分
散
波
状
的
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
、
の
三
点

で
あ
る
。

鉄
炮
伝
来
の
研
究
は
明
治
以
来
、
こ
ん
に
ち
ま
で
百
年
以
上
の
蓄
積
が
あ
り
、
文

献
史
学
・
銃
砲
史
、
そ
れ
に
理
系
の
研
究
者
も
く
わ
わ
っ
て
、
伝
来
は
何
年
か
、
誰

が
伝
え
た
の
か
、ど
こ
の
国
の
鉄
炮
か
、そ
の
製
作
法
な
ど
、幅
広
い
議
論
が
あ
っ
た
。

と
く
に
伝
来
に
関
し
て
は
、
天
文
十
二
年
の
種
子
島
伝
来
説
（
坪
井
九
馬
三
・
有
馬

成
甫
・
洞
富
雄
・
所
荘
吉
）、
天
文
十
二
年
以
前
の
中
国
や
朝
鮮
の
鉄
炮
伝
来
説
（
長

沼
賢
海
・
洞
富
雄
）、
種
子
島
以
前
の
琉
球
伝
来
説
と
倭
寇
伝
来
説
（
岡
田
章
雄
）、

ま
た
鉄
炮
の
機
関
部
の
構
造
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
鉄
炮
伝
来
説
（
所
荘
吉
）
の
諸
説
が

あ
っ
た
。
初
期
の
研
究
が
『
鉄
炮
記
』
に
多
く
を
依
拠
し
た
の
に
対
し
て
、
後
期
に

な
る
と
実
物
資
料
の
「
鉄
炮
」
に
視
野
を
広
げ
た
研
究
の
推
移
は
、『
鉄
炮
記
』
の

史
料
と
し
て
の
限
界
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
こ
最
近
、
日
本
中
世
対
外
関
係
史
の
分
野
に
お
い
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
来
航
年

次
や
『
鉄
炮
記
』
に
依
拠
し
た
鉄
炮
伝
来
論
が
再
燃
し
て
お
り
、
な
か
で
も
村
井
章

介
氏
の
『
世
界
史
の
な
か
の
戦
国
日
本
』
と
『
日
本
中
世
境
界
史
論
』
の
両
書
の
な

か
で
の
鉄
炮
伝
来
論
が
き
わ
だ
っ
て
い
る) 1

(

。
す
な
わ
ち
、
同
氏
は
前
者
に
お
い
て
鉄

炮
伝
来
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
捉
え
た
の
で
あ
る
（
一
三
八
・
一
三
九
頁
）。

鉄
砲
伝
来
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
そ
の
実
像
は
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
船

が
種
子
島
に
漂
着
し
て
西
洋
式
の
銃
を
伝
え
た
」
と
い
う
常
識
と
か
な
り
ち

が
っ
た
も
の
に
な
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
乗
っ
て
い
た
船
は
西
洋
式
の
帆
船
ナ

ウ
で
は
な
く
中
国
式
の
ジ
ャ
ン
ク
で
あ
り
、
中
国
人
密
貿
易
商
の
王
直
が
同
乗

し
て
い
た
。
い
い
や
む
し
ろ
王
直
こ
そ
船
の
経
営
主
体
だ
っ
た
と
考
え
た
ほ
う

が
よ
さ
そ
う
だ
。
そ
し
て
鉄
砲
そ
れ
自
体
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
携
え
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
当
時
東
南
ア
ジ
ア
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の

の
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
私
は
、
最
近
一
部
の
専
門
家
が
唱
え
る
「
鉄
砲
伝
来
は
ア
ジ

ア
の
な
か
の
で
き
ご
と
だ
」「
鉄
砲
を
伝
え
た
の
は
倭
寇
だ
」
と
い
っ
た
言
説

に
、
あ
る
程
度
の
共
感
は
覚
え
つ
つ
も
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
く
み
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ス
ペ
イ
ン
は
既
存
の
交
易
ル
ー
ト
に

乗
っ
て
ア
ジ
ア
に
あ
ら
わ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
か
れ
ら
が
ア
ジ
ア
の
諸
の

海
上
勢
力
と
同
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
か
れ
ら
が
簡
単
に

マ
ラ
ッ
カ
を
手
に
い
れ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
「
近
代
的
」
な
軍
事
力

は
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
だ
っ
た
し
、
鉄
砲
こ
そ
そ
の
腕
力
の
中
心
を

な
す
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
か
れ
ら
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
一
種
の
選
民
意

識
を
も
ち
、
ど
ん
な
乱
暴
な
行
動
を
も
「
異
教
徒
」
の
改
宗
と
い
う
名
目
で
合

理
化
で
き
る
論
理
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
軽
視
で
き
な
い
。

鉄
砲
を
携
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
出
会
い
は
、
最
初
は
た
し
か
に
小
さ
な
で

き
ご
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
お
、
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
地
球
規
模
の
世

界
史
と
の
接
触
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
島
原
・
天
草

一
揆
に
か
け
て
の
日
本
史
の
激
動
は
、鉄
砲
伝
来
に
は
じ
ま
る
世
界
史
の
波
が
、

列
島
に
う
ち
寄
せ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

も
ち
ろ
ん
、
鉄
砲
製
作
技
術
の
急
速
な
習
得
や
鉄
砲
を
用
い
る
戦
闘
方
法
の
発

達
が
示
す
よ
う
に
、
日
本
は
そ
の
波
に
受
身
で
も
ま
れ
て
ば
か
り
い
た
わ
け
で

な
い
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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村
井
氏
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ス
ペ
イ
ン
の
勢
力
は
倭
寇
勢
力
と
同
質
で
は
な
い
と
峻

別
す
る
が
、
鉄
炮
を
受
容
し
た
日
本
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
鉄
炮
伝
来
の
事
実
で
あ

る
。
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
の
鉄
炮
の
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
鉄
炮
を
携
え

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
出
会
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
鉄
炮
を
携
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の

意
味
な
の
か
、こ
の
表
現
は
曖
昧
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
鉄
炮
こ
そ
そ
の
腕
力
の
中
心
」

以
下
の
文
章
と
日
本
へ
の
鉄
炮
伝
来
の
関
連
性
が
読
み
取
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
村

井
氏
は
書
名
の
と
お
り
鉄
炮
伝
来
は
、
あ
く
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
直
接
の
出
会
い

で
あ
り
、
世
界
史
と
の
接
触
と
、
つ
よ
く
主
張
す
る
の
で
あ
る
。　

し
か
し
、
倭
寇
が
日
本
に
伝
え
た
鉄
炮
の
源
流
を
調
べ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら

東
南
ア
ジ
ア
に
伝
播
し
た
鉄
炮
（
火
縄
銃
）
が
同
地
に
定
着
後
、
独
自
の
発
達
を
と

げ
、
や
が
て
そ
れ
が
日
本
に
伝
来
し
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の

直
行
で
は
な
く
、東
南
ア
ジ
ア
を
介
し
て
の
時
間
差
の
あ
る
間
接
的
接
触
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
同
文
中
、「
最
近
の
一
部
の
専
門
家
」
は
、
後
者
の
「
第
三
章　

鉄
砲
伝

来
研
究
の
現
在
」
で
私
を
ア
ジ
ア
的
要
素
の
倭
寇
一
辺
倒
と
批
判
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
は
私
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
村
井
氏
は
倭
寇
鉄
炮
伝
来
説
を
批
判
し
、「
日

欧
の
直
接
の
で
あ
い
と
い
う
常
識
」
と
く
り
か
え
し
て
力
説
す
る
の
で
あ
る
。
少
々

長
い
引
用
に
な
る
が
、
本
稿
の
眼
目
に
な
る
の
で
、
そ
の
箇
所
を
つ
ぎ
に
紹
介
し
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
（
二
八
〇
〜
三
一
四
頁
）。

③
宇
田
川
武
久
は
、
東
ア
ジ
ア
（
と
く
に
朝
鮮
と
日
本
）
に
お
け
る
火
器
の

使
用
状
況
を
調
査
し
た
結
果
、
日
本
の
鉄
砲
は
種
子
島
を
唯
一
と
す
る
と
は
考

え
が
た
い
と
し
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
な
く
東
南
ア
ジ
ア
で
使
わ
れ
て
い
た
銃
が
、

倭
寇
に
よ
っ
て
（
一
五
四
三
年
・
種
子
島
）
以
外
の
時
と
場
に
お
い
て
も
、
日

本
に
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
。
従
来
の
論
議
を
根
っ
こ
か
ら
覆
し
か
ね
な
い
説
で

あ
っ
た
。

こ
の
説
に
従
え
ば
、
戦
国
史
に
お
い
て
一
五
四
二
年
（
あ
る
い
は
一
五
四
三

年
）
は
い
か
な
る
意
味
で
も
画
期
で
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
い
な
い
。（
中
略
）

宇
田
川
の
所
論
に
は
、
一
五
四
四
―
一
五
四
七
年
の
朝
鮮
・
明
史
料
に
み
え
る

明
人
の
携
え
た
「
火
砲
」
を
、
な
ん
の
根
拠
の
示
す
こ
と
な
く
鉄
砲
と
解
す
る

な
ど
、
明
ら
か
な
誤
り
も
見
ら
れ
る
。
宇
田
川
は
近
年
の
著
書
に
お
い
て
も
、

批
判
に
一
言
も
言
及
す
る
こ
と
な
く
、火
砲
＝
鉄
砲
説
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。

宇
田
川
が
得
意
と
す
る
銃
の
様
式
の
考
察
に
し
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
製
で

あ
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
的
場
節
子
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
現
存
す
る
古
銃
の
情
報
を
ふ
ま
え

て
、
種
子
島
銃
の
「
火
ば
さ
み
の
倒
れ
る
方
向
が
銃
口
側
で
あ
り
、
瞬
発
式
火

縄
点
火
装
置
を
持
ち
、
銃
床
が
頬
付
け
式
で
あ
る
」
と
い
う
仕
様
は
「
西
欧
で

は
一
六
世
紀
前
半
に
開
発
さ
れ
た
鳥
銃
狩
猟
仕
様
の
・
・
・
銃
と
特
徴
が
一

致
」
す
る
が
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
六
世
紀
半
ば
に
は
瞬
発
式
火
縄
装
置
が

火
花
点
火
装
置
に
と
っ
て
変
っ
た
た
め
に
こ
の
仕
様
の
銃
は
あ
ま
り
長
期
間
製

作
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
、
種
子
島
銃
の
モ
デ
ル
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

製
銃
の
流
れ
を
汲
ん
で
マ
ラ
ッ
カ
で
現
地
生
産
さ
れ
た
銃
に
求
め
る
的
場
の
結

論
は
、
鉄
砲
伝
来
と
倭
寇
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
、
説
得
的
で

あ
る
。

（
鉄
炮
の
仕
様
の
差
異
が
多
元
的
伝
来
を
示
す
と
の
私
の
説
に
対
し
て
）
日
本

銃
の
す
べ
て
の
バ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
各
別
の
伝
来
ま
で
遡
る
は
ず
も
な
く
、

砲
術
家
た
ち
の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
伝
来
後
に
生
じ
た
変
異
も
多
い
に
ち
が
い

な
い
。
宇
田
川
は
、
な
ぜ
こ
の
点
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
お
こ
な
わ
ず
、
い
き
な

り
「
鉄
砲
の
伝
来
は
種
子
島
以
外
、
西
日
本
一
帯
の
広
い
地
域
に
分
散
波
状
的

に
あ
っ
た
」
と
い
う
「
新
事
実
」
に
つ
な
げ
て
し
ま
う
。
宇
田
川
が
専
門
と
す

る
砲
術
史
の
立
場
か
ら
伝
来
後
の
変
異
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

結
局
、
村
井
氏
の
私
に
対
す
る
批
判
は
、
①
朝
鮮
・
明
史
料
の
火
炮
の
解
釈
、
②

日
本
に
伝
来
し
た
鉄
炮
の
源
流
、
③
鉄
炮
の
仕
様
の
差
異
が
多
元
的
伝
来
を
意
味
す

る
の
か
、
の
三
点
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
鉄
炮
伝
来
は
「
日
欧
の
直
接
の
で
あ
い
」
と
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し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
鉄
炮
の
起
源
に
つ
い
て
は
、ほ
ぼ
同
時
代
人
で
あ
る
明
人
鄭
舜
功
が
、

と
っ
く
に
答
え
を
出
し
て
く
れ
て
い
た
、
と
私
は
思
う
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
の

著
『
日
本
一
鑑
』（
一
五
六
五
年
）
の
窮
河
話
巻
・
器
用
の
「
手
銃
」
と
い
う

項
目
に
、「
初
め
仏
郎
機
国
よ
り
出
づ
、
国
の
商
人
始
め
て
種
島
の
夷
に
教
え

て
造
る
所
な
り
」
と
い
う
解
説
が
あ
る
。
鉄
砲
は
「
仏
郎
機
国
」
す
な
わ
ち
ポ

ル
ト
ガ
ル
起
源
の
も
の
で
あ
る
が
、そ
れ
を
種
子
島
の
「
夷
」
に
教
え
た
の
は
、

「
国
の
商
人
」
す
な
わ
ち
王
直
ら
の
倭
寇
で
あ
っ
た
。
日
欧
の
直
接
の
で
あ
い

と
い
う
常
識
の
ウ
ソ
で
も
、
ア
ジ
ア
的
要
素
一
辺
倒
で
も
な
い
、
き
わ
め
て
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
歴
史
認
識
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。

村
井
氏
は
、
断
定
を
ひ
か
え
、
思
う
と
し
た
上
で
『
日
本
一
鑑
』
の
解
説
を
日
欧

の
直
接
の
出
会
の
決
定
打
と
し
た
。
し
か
し
、「
仏
郎
機
国
」
は
鉄
炮
の
起
源
を
述

べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
直
接
伝
播
と
解
釈
す
る
の
は
飛

躍
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
解
説
は
私
の
主
張
す
る
倭
寇
鉄
炮
伝
来
説
の
有
力
な
証
言

と
読
む
べ
き
で
あ
る
。

村
井
氏
の
私
に
対
す
る
三
点
の
批
判
は
、
史
料
の
解
釈
（
火
炮
の
用
語
）、
論
文

の
評
価
（
的
場
節
子
氏
）、
砲
術
史
の
理
解
と
、
そ
れ
ぞ
れ
次
元
を
こ
と
に
す
る
が
、

章
を
改
め
て
銃
砲
史
・
砲
術
史
の
視
点
か
ら
批
判
に
応
え
た
い
。　

❶
朝
鮮
王
朝
と
明
国
史
料
の
火
炮
の
解
釈

問
題
の
朝
鮮
史
料　

私
の
倭
寇
鉄
炮
伝
来
説
の
根
拠
の
ひ
と
つ
は
朝
鮮
王
朝
の
『
中
宗
実
録
』
の
つ
ぎ

の
記
事
で
あ
る
。

中
宗
三
十
九
年
（
仁
宗
即
位
年
・
一
五
四
五
）
七
月
十
四
日
、
全
羅
道
右
道

水
使
の
閔
応
星
が
、
唐
船
が
羅
州
の
飛
弥
島
に
来
泊
し
、
捜
討
船
に
火
炮
を
発

し
て
軍
人
二
名
を
殺
害
し
て
東
走
し
た
が
、
た
ま
た
ま
風
雨
が
起
こ
っ
て
捕
獲

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
紛
争
事
件
の
顛
末
を
上
申
し
て
き
た
）
2
（

。

そ
の
啓
に
よ
る
と
「
そ
の
船
に
は
九
十
余
人
が
乗
組
ん
で
い
た
。
言
葉
が
通

じ
な
い
の
で
、
ど
こ
の
土
地
の
何
人
か
、
何
で
漂
流
し
た
の
か
大
書
し
て
わ
け

を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
応
え
ず
、
い
き
な
り
火
炮
を
発
し
て
き
た
の
で
軍

人
四
名
が
死
傷
し
た
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
朝
鮮
当
局
は
「
漂
海
の
唐
船
は
火
炮

の
器
具
で
軍
人
を
殺
害
し
て
い
る
の
で
、
今
後
は
深
追
い
せ
ず
に
自
泊
を
待
っ

て
捕
捉
せ
よ
」
と
該
曹
に
伝
え
た
。

こ
の
二
年
前
に
種
子
島
に
漂
着
し
た
倭
寇
王
直（
五
峯
）の
唐
船
は
友
好
的
で
あ
っ

た
が
、
朝
鮮
王
朝
と
は
紛
争
事
件
を
起
こ
し
て
い
た
。
啓
の
唐
人
は
倭
寇
で
あ
り
、

唐
船
は
倭
寇
の
船
で
あ
る
。
火
炮
の
器
具
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
鉄
炮
で
あ
る
こ
と

は
、
こ
の
日
、
左
承
旨
安

が
「
唐
人
が
火
炮
の
器
具
を
持
っ
て
日
本
に
漂
向
し
て
、

彼
（
日
本
）
が
こ
れ
を
教
習
す
れ
ば
、
巨

と
な
る
」
と
か
、「
も
し
日
本
が
火
炮

を
教
習
し
た
ら
後
患
に
な
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
少
な
く
な
い
」
と
の
発
言
か
ら
読

み
取
れ
る
の
で
あ
る
）
3
（

。

と
こ
ろ
が
、
村
井
氏
は
『
日
本
中
世
境
界
史
論
』（
前
掲
註
1
）
に
お
い
て
宇
田

川
は
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
み
え
る
火
器
の
記
事
を
、
鉄
炮
伝
来
の
う
え
で
活
用
す

べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
し
『
実
録
』
に
み
る
「
火
炮
」
の
文
字
を
無
批
判
に

解
釈
す
る
な
ど
問
題
が
多
い
と
し
、『
実
録
』
に
み
え
る
諸
火
器
の
な
か
で
、
い
わ

ゆ
る
鉄
炮
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
のespingarda

、
英
仏
語
のarquebus

）
に
相
当
す

る
の
は
「
鳥
銃
」「
鳥
嘴
銃
」
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
、『
懲
毖
録
』
の

「
一
五
八
九
年
に
豊
臣
秀
吉
の
使
者
宗
義
智
ら
が
鳥
銃
ほ
か
を
献
上
し
て
、
鳥
銃
を

軍
器
寺
に
下
し
た
」
と
の
記
事
が
朝
鮮
史
料
の
初
見
と
有
馬
成
甫
氏
の
『
火
砲
の
起

原
と
そ
の
傳
流
』
か
ら
引
用
し
て
火
炮
は
鉄
炮
で
は
な
い
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
柳
成
龍
の
『
懲
毖
録
』
に
「
庚
寅
年
（
一
五
九
〇
＝
宣
祖
二
十
三
）
三
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月
「
遂
に
義
智
等
と
同
じ
く
発
す
る
時
、
二
孔
雀
及
び
鳥
銃
、
槍
刀
等
を
献
上
す
、

命
じ
て
孔
雀
を
南
陽
海
島
に
放
ち
、
鳥
銃
を
軍
器
寺
に
下
す
、
我
国
の
鳥
銃
有
る
は

此
れ
に
始
ま
る
」
と
あ
る
）
4
（

。
そ
し
て
『
宣
祖
修
正
実
録
』
に
も
お
な
じ
記
事
を
載
せ

る
が
、
こ
れ
は
『
懲
毖
録
』
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
）
5
（

。

と
は
い
え
、『
懲
毖
録
』
は
柳
成
龍
が
宣
祖
三
十
一
年
（
一
六
〇
三
）
に
官
を
辞

し
て
故
郷
の
慶
尚
北
道
安
東
郡
の
豊
山
に
帰
っ
て
、
壬
辰
・
丁
酉
の
倭
乱
を
回
顧
し

た
追
想
録
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
朝
鮮
王
朝
で
は
日
本
の
鉄
炮
と
そ
れ
を

倣
製
し
た
朝
鮮
製
の
鉄
炮
を
鳥
銃
と
呼
称
す
る
も
の
の
、
中
宗
末
年
か
ら
明
宗
十
年

の
史
料
に
は
鳥
銃
の
用
語
は
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
村
井
氏
が『
懲

毖
録
』
記
載
の
鳥
銃
の
用
語
を
四
、五
十
年
も
遡
ら
せ
て
鳥
銃
と
呼
称
し
て
い
な
い

か
ら
、
火
砲
は
日
本
に
伝
来
し
た
鉄
炮
で
は
な
い
と
批
判
す
る
の
は
、
用
語
は
も
ち

ろ
ん
、
時
間
軸
か
ら
い
っ
て
も
不
適
切
で
あ
る
。

火
炮
は
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
鉄
炮　

私
は
火
炮
の
文
字
を
決
し
て
無
批
判
に
解
釈
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
朝
鮮
王
朝

の
史
料
に
散
見
す
る
火
炮
の
用
語
を
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
出
し
た
結
論
で
あ

る
。
そ
こ
で
中
宗
王
末
年
か
ら
批
判
対
象
の
時
期
を
少
し
延
ば
し
て
、
明
宗
王
十
年

（
一
五
四
五
〜
一
五
五
五
）
ま
で
、
日
本
年
号
の
天
文
十
二
年
前
後
か
ら
弘
治
元
年

ま
で
の
朝
鮮
王
朝
と
明
国
の
史
料
に
み
え
る
火
炮
の
用
語
を
検
討
し
、
ま
ち
が
い
な

く
火
炮
は
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
鉄
炮
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
い
。

中
宗
三
十
九
年
（
仁
宗
即
位
年
・
一
五
四
五
）
七
月
の
漂
着
事
件
は
日
本
の
年
号

で
い
え
ば
、
天
文
十
四
年
に
あ
た
る
。
薩
南
の
種
子
島
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
朝
鮮
半

島
南
端
の
全
羅
右
道
に
お
け
る
で
き
ご
と
だ
が
、
二
年
前
の
種
子
島
の
穏
や
か
な
漂

着
事
件
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
当
時
、
朝
鮮
王
朝
は
明
国
を
天
朝
、
上
国
と
崇
め
て

い
た
よ
う
に
下
位
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
明
の
祖
法
で
あ
る
海
禁
政
策
に
違
犯
し
て

交
易
を
お
こ
な
う
密
貿
易
商
人
の
倭
寇
の
沿
海
へ
の
接
近
を
厳
し
く
取
り
締
ま
る
必

要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
と
き
に
両
者
は
海
上
で
武
力
衝
突
を
起
し
た
の
で
あ
る
。

村
井
氏
は
倭
寇
が
鉄
炮
伝
来
に
は
た
し
た
役
割
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
は
な
い

が
認
め
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
の
中
宗
三
十
九
年
の
朝
鮮
史
料
を

「
日
本
の
鉄
砲
伝
来
に
関
す
る
史
料
と
し
て
検
討
の
対
象
に
な
ら
な
い
」
と
強
弁
し
、

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
こ
の
六
十
年
後
に
書
か
れ
た
潤
色
の
多
い
『
鉄
炮
記
』
を
信
頼
す

る
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
種
子
島
漂
着
事
件
の
二
年
後
、
隣
国
の
朝
鮮
王
朝
の
史
料

と
は
い
え
、
倭
寇
の
不
測
の
来
航
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
王
朝
の
、
い
わ
ば
同
時

代
史
料
を
対
象
外
と
一
蹴
す
る
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。

唐
船
と
の
紛
争
事
件
の
翌
八
月
、
中
宗
王
が
唐
船
の
目
的
を
「
行
販
の
た
め
に
日

本
に
来
る
」
と
発
言
し
、
承
旨
安

も
「
唐
人
の
火
炮
を
日
本
が
伝
習
す
れ
ば
、
そ

の
禍
は
大
き
い
」
と
く
り
か
え
し
、
ま
た
「
此
の
輩
（
唐
人
）
の
火
炮
伝
習
の
事
を

防
禁
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
」
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
倭
寇
が
火
炮
を
日
本
に

伝
え
て
い
る
有
力
な
証
言
に
な
る
）
6
（

。

そ
し
て
朝
鮮
王
朝
の
明
宗
二
年
七
月
に
あ
た
る
明
の
嘉
靖
二
十
六
年
（
天
文

十
六
）
の
『
明
実
録
』
の
記
述
に
「
ま
た
馮
淑
ら
前
後
と
も
千
人
以
上
を
獲
る
に
、

み
な
軍
器
・
貨
物
を
挟
帯
せ
り
、
前
此
倭
奴
、
未
だ
火
炮
有
ら
ざ
る
に
今
は
頗
る
こ

れ
あ
り
」
と
み
え
る
）
7
（

。
こ
の
と
き
、
捕
獲
さ
れ
た
倭
寇
は
千
人
以
上
、
倭
寇
の
猛
威

の
凄
ま
じ
さ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
が
、
こ
れ
以
前
、
倭
奴
、
す
な
わ
ち
、
日
本
人
は
火

炮
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
い
ま
で
は
頗
る
あ
る
、
の
一
文
は
、
倭
寇
が
日
本
に
火
炮

を
持
ち
込
ん
で
い
る
事
実
を
鮮
明
に
伝
え
て
い
る
。

こ
の
『
明
実
録
』
の
記
事
と
関
連
し
て
、
明
宗
王
二
年
（
一
五
四
七
）
の
領
議
政

尹
仁
鏡
・
右
議
政
鄭
順
朋
の
啓
に
「
ひ
そ
か
に
明
へ
の
勅
書
を
見
る
と
、
福
建
人
が

倭
奴
と
交
通
し
、
既
に
兵
器
を
給
し
、
又
火
炮
を
教
え
れ
ば
、
明
国
と
我
国
（
朝
鮮

王
朝
）
に
と
っ
て
、
す
べ
て
不
利
の
事
だ
」
と
あ
り
、『
明
実
録
』
の
記
述
を
裏
付

け
て
い
る
）
8
（

。

明
宗
二
年
（
一
五
四
七
）
は
日
本
年
号
で
い
え
ば
、
天
文
十
六
年
に
な
る
。
天
文

二
十
三
年
正
月
十
九
日
、
室
町
将
軍
足
利
義
輝
は
豊
後
大
友
義
鎮
の
「
南
蛮
鉄
炮
」

の
献
上
を
謝
し
た
が
、
明
へ
の
報
告
書
の
内
容
か
ら
、
こ
れ
は
倭
寇
が
豊
後
に
伝
え
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た
火
炮
、
す
な
わ
ち
、
鉄
炮
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
）
9
（

。

倭
寇
が
火
炮
を
日
本
に
伝
え
て
い
る
証
言
は
ま
だ
あ
る
。
そ
れ
は
李
浚
慶

（
一
四
九
九
〜
一
五
七
二
）
の
『
東
皐
遺
稿
』
に
収
め
ら
れ
た
朝
鮮
沿
岸
に
来
る
荒

唐
船
の
処
置
に
関
す
る
「
下
海
唐
人
奏
聞
便
否
議
」（
意
見
書
）
の
な
か
で
、
倭
寇

が
博
多
に
来
居
し
て
鉄
丸
火
砲
を
教
え
て
い
る
と
、
三
浦
（
乃
而
浦
・
富
山
浦
・
塩

浦
）
の
羅
古
羅
等
の
言
を
引
用
し
て
「
唐
人
百
余
名
が
博
多
に
来
居
し
、
博
多
の
倭

人
が
唐
人
と
私
通
し
て
物
貨
を
交
易
し
て
い
る
。
こ
の
輩
は
明
の
禁
を
犯
し
て
下
海

し
て
外
夷
の
地
に
来
居
し
、
軍
機
の
重
事
で
あ
る
鉄
丸
火
炮
を
教
習
し
な
い
者
は
な

く
、
擾
害
は
朝
鮮
の
辺
邑
と
中
国
に
と
っ
て
利
害
が
は
な
は
だ
し
い
」
と
述
べ
た
そ

れ
で
あ
る
）
10
（

。

倭
司
猛
信
長
所
造
の
銃
筒
は
火
縄
銃
と
す
る
説

朝
鮮
王
朝
で
は
日
本
の
鉄
炮
を
銃
筒
と
呼
称
し
た
と
い
う
関
周
一
氏
の
説
が
あ
る
。

明
宗
十
年
（
一
五
五
五
＝
天
文
二
十
四
・
弘
治
元
）
六
月
に
全
羅
道
都
巡
察
使
の
職

に
あ
っ
た
李
浚
慶
の
諭
書
に
「
倭
司
猛
信
長
留
館
者
」
と
倭
人
信
長
の
名
が
み
え

る
）
11
（

。
彼
の
消
息
は
、
前
年
の
明
宗
九
年
十
二
月
の
備
辺
司
の
啓
に
「
倭
人
信
長
造
所

の
銃
筒
の
制
度
は
精
巧
だ
が
、
薬
穴
に
火
が
通
ら
な
い
の
で
発
丸
が
容
易
で
な
く
猛

烈
さ
が
な
か
っ
た
。
信
長
は
火
薬
が
不
良
だ
か
ら
と
い
い
、
明
年
ま
た
試
射
す
る
と

い
っ
た
」
と
あ
る
）
12
（

。

関
周
一
氏
は
明
宗
九
年
十
二
月
の
備
辺
司
の
啓
の
倭
人
信
長
所
造
の
銃
筒
、
そ
れ

に
明
宗
十
年
五
月
の
備
辺
司
の
啓
に
登
場
す
る
「
倭
人
平
長
親
」
の
持
参
し
た
銃
筒
、

と
く
に
信
長
の
そ
れ
は
、
一
五
五
五
年
（
日
本
で
は
弘
治
元
年
）
と
い
う
時
点
か
ら

こ
れ
は
種
子
島
に
伝
来
し
た
火
縄
銃
と
み
る
の
が
素
直
と
す
る
が
、
そ
の
い
っ
ぽ
う

で
日
本
の
鉄
炮
は
「
鳥
銃
」「
鳥
嘴
銃
」
と
も
呼
称
す
る
と
主
張
し
て
混
乱
が
あ
る
）
13
（

。

当
時
、
朝
鮮
王
朝
は
倭
寇
や
北
方
女
直
に
対
す
る
戦
備
か
ら
明
国
の
火
器
の
技
術
を

伝
習
し
て
い
た
。
倭
人
信
長
や
平
長
親
の
精
巧
な
銃
筒
の
製
造
は
、
対
外
危
機
に
直

面
し
た
朝
鮮
王
朝
の
兵
器
開
発
の
な
か
で
考
え
る
べ
き
問
題
と
思
う
の
で
、
そ
の
視

点
か
ら
倭
人
製
造
の
銃
筒
の
正
体
を
突
き
止
め
た
い
。

中
宗
三
十
九
年
（
一
五
四
五
）
九
月
、
判
中
枢
府
事
の
宋
欽
は
八
十
六
歳
の
老
躯

を
押
し
て
、
弛
緩
し
た
朝
鮮
王
朝
の
武
備
強
化
の
意
見
を
述
べ
た
が
、
そ
の
一
条
に

「（
朝
鮮
王
朝
）
の
火
砲
は
古
く
、
薬
力
も
無
効
で
唐
人
の
砲
と
比
べ
る
と
、
真
に
児

戯
だ
」
と
あ
る
）
14
（

。　

朝
鮮
王
朝
は
唐
人
か
ら
鉄
丸
銃
筒
を
伝
習
し
た
が
、
明
宗
即
位
年
十
一
月
三
日
、

済
州
に
漂
流
し
た
唐
人
の
な
か
に
銃
筒
を
解
す
る
者
が
い
た
。
こ
の
と
き
、
朝
鮮
王

朝
は
唐
人
の
銃
筒
が
朝
鮮
王
朝
の
よ
う
に
箭
矢
で
は
な
く
鉄
丸
で
あ
る
こ
と
に
驚
い

て
い
る
。
宋
欽
が
朝
鮮
王
朝
の
火
炮
の
薬
力
は
無
効
で
、
ま
こ
と
に
子
ど
も
の
た
わ

む
れ
、
と
慨
嘆
し
た
の
は
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
）
15
（

。

な
お
、
文
字
の
う
え
で
箭
矢
と
鉄
丸
の
銃
筒
の
判
別
は
む
ず
か
し
い
も
の
の
、
実

物
資
料
に
よ
っ
て
差
異
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
銃
身
は
短
く
肉

が
薄
く
破
裂
を
防
ぐ
た
め
に
箍
が
は
め
ら
れ
、
照
準
器
が
な
く
、
筒
元
に
四
箭
銃
筒

や
八
箭
銃
筒
と
陽
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
銃
身
が
長
く
肉
厚
で
、

照
準
器
を
そ
な
え
、
筒
元
に
は
装
填
す
る
火
薬
の
量
と
玉
数
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
）
16
（

。
火
器
の
未
発
達
で
あ
っ
た
朝
鮮
王
朝
は
明
国
（
唐
人
）
か
ら
引
き
続
い
て
火
炮
の

技
術
を
伝
習
し
た
が
、
軍
器
寺
提
調
の
啓
が
、
そ
の
一
端
を
「
今
日
、
唐
人
伝
習
の

火
砲
の
試
射
が
慕
華
館
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
猛
烈
の
気
が
な
く
、
四
十
歩
先
の
標

的
に
す
べ
て
が
命
中
し
な
か
っ
た
。
朝
鮮
王
朝
の
そ
れ
が
一
中
し
た
が
、
試
射
を
終

え
た
唐
人
は
中
原
で
は
杉
の
灰
を
使
う
の
で
迅
烈
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
柳

の
灰
を
使
っ
た
の
で
猛
発
に
至
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
器
械
も
精
巧
で
は
な
く
、
わ
が

国
（
明
）
の
砲
に
お
よ
ば
な
い
」
と
伝
え
て
い
る
）
17
（

。

明
宗
十
年
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
全
羅
道
の
南
海
岸
霊
厳
管
下
の
達
梁
浦
と
周

辺
諸
郡
県
を
倭
寇
が
襲
い
、兵
馬
節
制
使
の
本
営
を
陥
落
さ
せ
る
事
変
が
起
こ
っ
た
。

事
変
は
乙
卯
の
変
と
呼
ば
れ
、
被
害
は
朝
鮮
半
島
最
南
端
の
済
州
島
に
ま
で
お
よ
ん

だ
。
事
変
は
短
期
間
の
内
に
終
息
し
た
も
の
の
、
朝
鮮
王
朝
の
兵
制
や
兵
器
に
あ
た
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え
た
影
響
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、戦
時
の
機
動
性
を
強
化
す
る
た
め
に「
制

勝
方
略
」
が
定
め
ら
れ
、
築
城
や
兵
器
の
補
強
が
は
か
ら
れ
、
備
辺
司
の
中
央
常
置

が
実
施
さ
れ
、
辺
境
の
事
情
に
精
通
し
た
大
臣
に
よ
る
集
団
指
導
体
制
が
と
ら
れ
た

の
で
あ
る
）
18
（

。

倭
人
信
長
や
平
長
親
が
精
巧
な
銃
筒
の
製
造
を
試
み
た
の
は
、
乙
卯
の
変
の
前
年

で
あ
る
。
信
長
は
火
薬
が
不
良
で
よ
い
結
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
平
長
親

の
銃
筒
は
精
巧
で
、
な
お
か
つ
火
薬
の
調
合
も
猛
烈
で
あ
っ
た
。
箭
矢
銃
筒
に
比
べ

て
鉄
丸
銃
筒
は
複
数
の
鉄
丸
を
放
つ
た
め
強
力
な
発
射
薬
と
爆
発
力
に
耐
え
る
強
度

の
あ
る
銃
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
倭
人
信
長
と
平
長
親
の
銃
筒
の
評
価
は

火
薬
の
猛
烈
さ
と
銃
身
の
強
度
に
あ
っ
た
か
ら
指
火
式
の
鉄
丸
銃
筒
で
あ
っ
て
、
銃

床
や
火
縄
挟
み
を
起
動
さ
せ
る
機
関
部
を
具
備
す
る
日
本
の
鉄
炮
と
は
、
と
て
も
思

え
な
い
。
日
本
の
鉄
炮
が
朝
鮮
王
朝
に
伝
播
す
る
の
は
、
こ
の
半
世
紀
後
の
対
外
戦

の
壬
辰
の
倭
乱
で
あ
る
こ
と
も
否
定
の
大
き
な
理
由
に
な
る
。
た
だ
年
号
と
倭
人
を

根
拠
に
し
て
銃
筒
を
種
子
島
伝
来
銃
と
み
る
関
周
一
氏
の
説
は
成
立
し
な
い
。

決
定
的
な
史
料

ふ
た
た
び
話
題
を
火
炮
の
用
語
に
も
ど
し
て
倭
寇
が
鉄
炮
を
日
本
に
伝
え
て
い
る

決
定
的
な
史
料
を
掲
げ
た
い
。
そ
れ
は
朝
鮮
王
朝
の
魚
叔
権
が
嘉
靖
末
年
に
著
し
た

『
稗
官
雑
記
』
の
つ
ぎ
に
記
事
で
あ
る
）
19
（

。

倭
人
旧
、
鉛
を
用
い
て
銀
を
つ
く
る
の
法
を
知
ら
ず
、
た
だ
鉛
鉄
を
持
ち
て

来
た
る
。
中
廟
（
中
宗
﹇
一
五
〇
六
〜
一
五
四
四
﹈
の
末
年
、
市
人
あ
り
、
銀

匠
を
挟
み
て
、
倭
奴
の
舶
船
地
方
に
往
き
、
教
え
る
に
そ
の
法
を
も
っ
て
す
。

こ
れ
よ
り
倭
人
の
来
り
て
、
多
く
銀
両
を
費
や
す
。・
・
・
・
そ
の
後
倭
奴
の

舟
銀
貨
を
載
せ
て
、
上
国
（
明
国
）
寧
波
府
に
売
る
。
ま
た
福
建
・
浙
江
之
人
、

潜
に
日
本
に
往
き
、
銀
子
を
換
賈
す
。・・・
然
る
に
福
建
人
民
銃
砲
を
賚
帯
し
、

よ
っ
て
も
っ
て
倭
に
教
え
、
倭
の
砲
を
放
つ
こ
と
今
日
に
始
ま
る
。
向
に
市
人

伝
え
る
銀
を
造
る
の
法
を
も
っ
て
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
禍
そ
の
弊
、
豈

こ
こ
に
い
た
ら
ん
や
（
傍
線
筆
者
）。

こ
の
記
録
に
は
中
廟
の
末
年
と
あ
る
が
、同
治
世
の
末
年
は
日
本
年
号
で
い
え
ば
、

種
子
島
に
鉄
炮
が
伝
来
し
た
前
後
に
な
る
。
さ
き
に
福
建
人
が
倭
奴
と
交
通
し
て
兵

器
を
あ
た
え
、
な
お
か
つ
火
炮
の
打
ち
方
を
教
え
て
い
る
と
、
明
宗
王
二
年
の
領
議

政
尹
仁
鏡
・
右
議
政
鄭
順
朋
の
啓
に
み
え
た
が
、
福
建
や
浙
江
が
倭
寇
の
策
源
地
で

あ
っ
た
こ
と
は
『
世
宗
実
録
』
の
嘉
靖
三
十
四
年
（
弘
治
元
＝
一
五
五
五
）
五
月
壬

寅
の
条
に
、
南
京
湖
広
道
御
史
屠
仲
律
が
禦
倭
五
事
を
奏
上
し
た
な
か
で
、
倭
寇
の

構
成
員
の
出
身
地
を
「
夫
れ
海
賊
が
乱
を
称
う
る
に
は
、
負
海
の
奸
民
が
通
番
互
市

す
る
よ
り
起
こ
る
。
夷
人
は
十
の
一
、流
人
は
十
の
二
、宣
（
寧
）・
紹
は
十
の
五
、漳
・

泉
・
福
人
は
十
の
九
な
り
。
概
ね
倭
夷
と
称
す
る
と
雖
も
、
そ
れ
寔
に
多
き
は
編
戸

の
斉
民
な
り
。」
と
述
べ
て
、
ほ
と
ん
ど
が
中
国
人
で
あ
っ
た
と
い
い
、
な
か
で
も
、

漳
・
泉
・
福
州
の
福
建
人
が
多
数
を
占
め
て
い
た
と
い
う
）
20
（

。

屠
仲
律
の
奏
上
は
倭
寇
の
構
成
員
の
ほ
と
ん
ど
は
福
建
人
と
伝
え
て
い
る
。
そ
れ

に
関
連
し
て
『
稗
官
雑
記
』
の
「
福
建
の
人
民
が
銃
砲
を
倭
に
教
え
、
倭
が
砲
を
放

つ
こ
と
は
今
日
に
始
ま
る
」
と
の
一
文
は
説
得
力
が
あ
り
、
こ
の
一
文
を
村
井
氏
が

日
欧
の
直
接
の
出
会
と
い
う
き
わ
め
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
歴
史
認
識
と
引
用
し
た

『
日
本
一
鑑
』
の
論
法
に
な
ぞ
ら
え
る
と
、
は
か
ら
ず
も
『
稗
官
雑
記
』
は
倭
寇
一

辺
倒
の
歴
史
認
識
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

な
お
、
朝
鮮
と
明
の
史
料
で
は
、
倭
寇
が
鉄
炮
を
伝
え
た
と
述
べ
る
の
み
で
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
の
存
在
は
一
切
み
ら
れ
な
い
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
と
、
倭
寇
の

渡
来
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
来
航
は
、
別
々
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
『
鉄
炮

記
』
は
一
つ
の
物
語
に
創
作
し
た
と
憶
測
す
る
。

以
上
、
村
井
氏
が
批
判
の
対
象
と
し
た
中
宗
三
十
九
年
（
一
五
四
五
）
か
ら
明
宗

二
年
（
一
五
四
七
）
を
少
し
延
ば
し
て
明
宗
十
年
（
一
五
五
五
＝
弘
治
元
年
）
ま
で

の
朝
鮮
王
朝
と
明
国
の
史
料
に
表
れ
た
火
炮
の
用
語
を
検
討
し
て
き
た
。
火
炮
の
用
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語
の
な
か
に
は
朝
鮮
王
朝
や
明
国
の
火
器
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
倭
寇
や
日

本
と
の
通
交
を
伝
え
た
諸
情
報
、
す
な
わ
ち
、「
福
建
人
民
銃
砲
を
賚
帯
し
、
も
っ

て
倭
に
教
え
、
倭
の
砲
を
放
つ
こ
と
今
日
に
始
ま
る
」、「
唐
人
が
火
炮
器
具
を
も
っ

て
日
本
に
向
か
う
」、「
唐
船
は
行
販
の
た
め
日
本
に
来
る
」、「
さ
き
ご
ろ
倭
奴
は
、

い
ま
だ
火
炮
あ
ら
ざ
る
に
、
今
す
こ
ぶ
る
こ
れ
あ
り
」、「
福
建
人
が
倭
奴
と
交
通
し

て
、
す
で
に
兵
器
を
給
し
、
ま
た
火
炮
を
教
え
る
」「
博
多
の
倭
人
が
唐
人
と
私
通

し
て
物
貨
を
交
易
し
、鉄
丸
火
炮
を
教
習
し
な
い
者
は
な
い
」
の
用
例
に
よ
っ
て
「
火

炮
」
が
日
本
に
伝
来
し
た
鉄
炮
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
疑
う
余
地
は
あ
る
ま
い
。

中
宗
三
十
九
年
か
ら
明
宗
十
年
は
日
本
の
年
号
の
天
文
十
四
年
か
ら
弘
治
元
年
の

期
間
で
あ
る
。
す
で
に
鉄
炮
が
わ
が
国
に
伝
来
し
国
内
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
時
期
に

な
る
が
、
依
然
と
し
て
倭
寇
が
鉄
炮
を
日
本
に
持
ち
込
み
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
来
航
す
る
倭
寇
の
唐
船
の
す
べ
て
が
沈
没
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
、
火
炮
、
す

な
わ
ち
、
鉄
炮
が
倭
寇
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
た
と
い
う
歴
史
事
実
は
否
定
で
き
ま

い
。
村
井
氏
が
批
判
す
る
朝
鮮
王
朝
や
明
国
の
史
料
に
表
れ
る
火
炮
が
鉄
炮
で
な
い

と
し
た
ら
、
い
か
な
る
火
器
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
か
、
な
ん
と
も
不
思
議
な
批
判

で
あ
る
。

鳥
銃
の
用
語
の
定
着

ま
だ
鳥
銃
の
用
語
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
村
井
氏
は
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
み

え
る
鉄
炮
は
「
鳥
銃
」「
鳥
嘴
銃
」
に
限
ら
れ
る
と
主
張
す
る
が
、
中
宗
末
年
か
ら

明
宗
十
年
ま
で
の
朝
鮮
史
料
に
「
鳥
銃
」「
鳥
嘴
銃
」
の
用
語
は
表
れ
な
い
。
柳
成

龍
の
『
懲
毖
録
』
か
ら
宣
祖
三
十
一
年
（
一
六
〇
三
）
に
鳥
銃
の
用
語
が
確
認
で
き

る
が
、
そ
の
上
限
は
い
つ
ま
で
遡
れ
る
の
か
、
そ
れ
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。

文
禄
元
年
（
宣
祖
二
十
五
＝
一
五
九
二
）
三
月　

豊
臣
の
軍
勢
は
朝
鮮
半
島
に
出

兵
し
た
。
朝
鮮
で
は
干
支
か
ら
壬
辰
・
丁
酉
の
倭
乱
と
よ
ば
れ
た
文
禄
・
慶
長
の
役

の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
三
十
七
年
前
、
大
勢
の
倭
寇
が
博
多
の
倭
人
と
私
通
し
て
鉄

丸
火
炮
を
（
鉄
炮
）
教
え
て
い
る
の
は
、
朝
鮮
の
辺
邑
と
中
国
に
擾
害
に
な
る
と
危

惧
し
た
全
羅
道
都
巡
察
使
李
浚
慶
の
言
葉
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
軍
の
小
西
行
長
が
肥
前
名
護
屋
を
出
船
し
て
対
馬
に
着
船
し
た
の
が
三
月
、

四
月
に
は
、
慶
尚
南
道
の
釜
山
鎮
を
攻
め
落
と
し
、
破
竹
の
勢
を
も
っ
て
五
月
上
旬

に
首
都
の
漢
城
に
は
い
っ
た
。
小
西
行
長
の
快
進
撃
に
驚
い
た
宣
祖
王
は
、
同
月
五

日
に
諸
臣
を
引
見
し
て
豆
只
渡
の
守
備
を
議
し
た
が
、
こ
の
と
き
副
護
軍
の
李
薦
は

「
賊
の
長
技
は
鉄
丸
短
兵
の
み
」
と
発
言
し
、
豊
臣
の
軍
勢
の
鉄
炮
を
鉄
丸
と
呼
称

し
て
い
る
）
21
（

。

さ
ら
に
宣
祖
二
十
五
年
十
月
四
日
、
慶
尚
道
嶺
南
に
駐
屯
し
て
い
た
豊
臣
の
軍
勢

が
大
挙
し
て
釜
山
・
金
海
を
発
し
て
三
路
よ
り
晋
州
を
攻
め
た
。
翌
日
、
宣
祖
王
は

大
臣
・
備
辺
司
、
堂
上
を
引
見
し
て
明
兵
の
消
息
を
下
問
し
、
軍
情
を
議
し
た
が
、

こ
の
と
き
、
備
辺
司
の
李
恒
福
は
「
我
国
の
人
は
賊
徒
と
接
戦
し
て
は
な
ら
な
い
。

百
人
の
軍
勢
が
出
て
来
る
と
、
前
鋒
の
百
人
は
鉄
丸
・
環
刀
を
持
っ
て
お
り
、
我
軍

が
必
死
で
突
入
し
て
勝
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
遁
走
し
て
敗
北
す
る
」
と
述
べ
、
こ
こ

で
も
豊
臣
の
軍
勢
の
鉄
炮
を
鉄
丸
と
呼
称
し
て
い
る
）
22
（

。

こ
の
時
期
、
朝
鮮
王
朝
が
日
本
の
鉄
炮
を
火
砲
と
呼
称
し
た
用
例
を
探
す
と
、
宣

祖
二
十
六
年
正
月
二
十
八
日
の
「
備
忘
記
」
は
火
砲
の
威
力
を
「
賊
の
長
技
は
唯

火
砲
に
あ
り
、
我
軍
が
驚
潰
す
る
の
も
只
こ
こ
に
あ
り
」
が
あ
る
）
23
（

。
さ
ら
に
宣
祖

二
十
六
年
六
月
二
十
九
日
、
豊
臣
の
軍
勢
は
大
挙
し
て
慶
尚
道
晋
州
城
を
攻
め
て
圧

勝
し
た
が
、
宣
祖
王
は
賊
の
「
兵
力
は
極
盛
に
し
て
器
械
は
精
妙
、
士
卒
も
極
錬
さ

れ
て
お
り
、
王
朝
の
無
教
の
兵
で
は
防
禦
で
き
な
い
。
賊
の
全
勝
は
只
火
砲
に
あ
っ

て
、
天
兵
が
震
畳
す
る
も
の
火
砲
で
あ
り
、
我
国
の
短
所
も
こ
こ
に
あ
る
」
と
、
賊

の
勝
因
と
明
と
王
朝
軍
の
敗
因
を
述
べ
た
が
、
こ
の
火
砲
は
日
本
の
鉄
炮
を
指
し
て

い
る
）
24
（

。
そ
れ
で
は
鳥
銃
の
用
語
を
朝
鮮
史
料
に
求
め
た
い
。壬
辰
の
倭
乱
が
は
じ
ま
る
と
、

朝
鮮
王
朝
は
猛
威
を
振
る
う
日
本
の
鉄
炮
に
強
い
関
心
を
示
し
た
。
開
戦
ま
も
な
い

宣
祖
二
十
五
年
三
月
三
十
日
、
宣
祖
王
が
臣
下
に
「
倭
の
鳥
銃
は
当
冬
の
寒
冱
だ
と
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猛
で
な
い
と
云
う
が
、そ
れ
は
本
当
か
」
と
下
問
し
た
の
が
、
そ
の
早
期
の
例
に
な
る
）
25
（

。

朝
鮮
王
朝
は
賊
、
す
な
わ
ち
、
日
本
の
鉄
炮
の
諸
々
の
技
術
を
取
得
す
る
た
め
に

降
倭
懐
柔
策
を
打
ち
出
し
た
。
宣
祖
二
十
六
年
三
月
十
一
日
、
宣
祖
王
は
、
い
ま
だ

火
薬
原
料
の
焔
硝
の
製
法
が
伝
習
で
き
て
い
な
い
の
で
、
生
擒
倭
人
か
ら
そ
れ
を
伝

習
す
る
こ
と
を
兵
曹
判
書
に
命
じ
た
。
こ
こ
に
「
鳥
銃
之
制
」
と
鳥
銃
の
用
語
が
み

え
る
）
26
（

。
す
で
に
日
本
で
は
鉄
炮
が
伝
来
し
て
半
世
紀
以
上
の
歳
月
が
流
れ
て
お
り
、
砲
術

武
芸
も
銃
砲
製
作
の
技
術
も
発
達
し
て
い
た
。
朝
鮮
王
朝
の
銃
筒
は
鋳
造
に
よ
る
青

銅
製
で
あ
っ
て
、
鍛
造
製
の
銃
身
と
非
鉄
金
属
で
作
ら
れ
た
精
巧
な
機
関
部
を
も
つ

日
本
の
鉄
炮
の
製
作
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
宣
祖
二
十
六
年
十
二
月

二
日
の
備
辺
司
が
啓
の
な
か
で
、
戦
用
に
最
要
な
る
の
は
鳥
銃
で
あ
る
が
、
鳥
銃
の

製
造
は
極
め
て
む
ず
か
し
く
、「
我
国
製
造
の
鳥
銃
は
皆
麤
造
に
し
て
使
い
物
に
な

ら
な
い
。
今
後
は
倭
鳥
銃
の
精
巧
な
物
を
見
本
に
し
て
製
造
す
べ
し
」
と
技
術
の
格

差
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
）
27
（

。

こ
れ
以
後
、朝
鮮
王
朝
の
史
料
に
み
え
る
鳥
銃
の
用
語
は
確
実
に
ふ
え
て
く
る
が
、

早
期
の
用
例
は
宣
祖
二
十
五
年
三
月
で
あ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
鉄
丸
・
火
砲
の

用
語
が
散
見
す
る
。
や
が
て
朝
鮮
王
朝
は
試
行
錯
誤
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
日
本
の

鉄
炮
の
製
作
技
術
を
学
ん
で
朝
鮮
製
の
鉄
炮
を
製
作
し
、
そ
れ
を
鳥
銃
と
呼
称
し
た

こ
と
は
前
述
の
用
例
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

壬
辰
・
丁
酉
の
倭
乱
後
、
朝
鮮
王
朝
は
、
そ
れ
ま
で
燻
っ
て
い
た
北
方
女
真
族
と

の
武
力
衝
突
を
起
し
、
そ
の
後
、
後
金
（
清
）
の
侵
略
を
受
け
る
な
ど
外
圧
が
続
い

た
。
こ
の
緊
張
関
係
の
な
か
に
あ
っ
て
も
朝
鮮
王
朝
は
降
倭
を
活
用
し
て
日
本
の
鉄

炮
の
製
作
技
術
の
取
得
を
続
け
て
独
自
の
鳥
銃
を
完
成
さ
せ
た
。さ
き
の 『
懲
毖
録
』

の
鳥
銃
の
用
語
は
、
ま
さ
に
そ
の
反
映
で
あ
る
。

宣
祖
三
十
六
年
（
一
六
〇
三
・
慶
長
八
）、
壬
辰
・
丁
酉
の
倭
乱
を
体
験
し
た
咸

鏡
道
都
巡
察
使
韓
孝
純
は
訓
練
都
監
か
ら
火
器
の
取
扱
の
教
本
『
神
器
秘
訣
』
を
版

行
し
た
が
、
鳥
銃
の
取
扱
い
も
あ
り
、
こ
こ
に
日
本
の
鉄
炮
、
す
な
わ
ち
、
鳥
銃
が

名
実
と
も
に
朝
鮮
王
朝
に
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、韓
孝
純
は
鳥
銃
の
名
称
の
由
来
を
「
銃
が
揺
れ
な
い
の
で
十
発
の
う
ち
八
、

九
の
中
り
が
あ
り
、
林
の
飛
鳥
を
す
べ
て
射
落
す
の
で
、
こ
れ
が
名
に
な
っ
た
」
と

記
し
て
い
る
）
28
（

。

既
述
し
た
よ
う
に
朝
鮮
王
朝
史
料
の
鳥
銃
の
用
語
の
早
期
の
例
は
、
壬
辰
倭
乱
の

開
戦
直
後
で
あ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
火
砲
・
鉄
丸
の
用
語
も
併
存
し
て
い
る
。

そ
し
て
鳥
銃
の
用
語
は
日
本
の
鉄
炮
の
ば
あ
い
も
あ
る
が
、
多
く
は
そ
れ
を
倣
製
し

た
朝
鮮
王
朝
の
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
鳥
銃
は
朝
鮮
王
朝
の
火
縄
式
鉄
炮
を
指
す
よ

う
に
な
っ
た
。
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
鳥
銃
の
用
語
の
定
着
は
、
日
本
の
鉄
炮
が
朝
鮮

王
朝
に
伝
播
す
る
過
程
を
鮮
明
に
伝
え
て
い
る
。

朝
鮮
王
朝
の
中
宗
末
年
か
ら
明
宗
十
年
代
に
か
け
て
倭
寇
に
よ
っ
て
未
知
の
鉄
炮

が
は
じ
め
て
極
東
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
鉄
炮
の
存
在
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
詳
細
を
知
ら

な
か
っ
た
朝
鮮
王
朝
は
、
こ
れ
を
火
炮
・
鉄
丸
・
砲
・
銃
砲
と
さ
ま
ざ
ま
に
呼
称
し

た
の
で
あ
る
。
ま
た
鳥
銃
の
用
語
が
朝
鮮
王
朝
の
史
料
に
表
れ
る
の
は
、
壬
辰
の
倭

乱
で
日
本
の
鉄
炮
の
災
禍
に
遭
遇
し
て
日
本
の
鉄
炮
の
詳
細
を
知
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。

村
井
氏
は
、
私
の
所
論
に
は
、
一
五
四
四
〜
一
五
四
七
年
の
朝
鮮
・
明
史
料
に
み

え
る
明
人
の
携
え
た
「
火
砲
」
を
、
な
ん
の
根
拠
の
示
す
こ
と
な
く
鉄
砲
と
解
す
る

な
ど
、
明
ら
か
な
誤
り
も
見
ら
れ
る
。
宇
田
川
は
近
年
の
著
書
に
お
い
て
も
、
批
判

に
一
言
も
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
火
砲
＝
鉄
砲
説
を
く
り
か
え
し
て
い
る
と
、
力
ん

で
批
判
す
る
も
の
の
、
私
が
「
火
炮
」
を
鉄
炮
と
み
な
し
た
根
拠
は
既
述
の
と
お
り

で
あ
っ
て
、
決
し
て
無
批
判
に
解
釈
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
村
井
氏
の

第
一
の
「
朝
鮮
王
朝
と
明
国
史
料
の
火
炮
」
の
批
判
が
鵠
外
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
も

は
や
多
言
は
要
す
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、
村
井
氏
は
私
の
倭
寇
鉄
炮
伝
来
説
を
画
期
性
否
定
論
と
み
な
し
、「
こ

の
説
に
従
え
ば
、
戦
国
史
に
お
い
て
一
五
四
二
年
（
あ
る
い
は
一
五
四
三
年
）
は
い

か
な
る
意
味
で
も
画
期
で
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
い
な
い
。」
と
批
判
す
る
。
つ
ぎ
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に
検
討
す
る
的
場
節
子
氏
の
論
文
の
ば
あ
い
も
そ
う
だ
が
、
ど
う
も
『
鉄
炮
記
』
の

語
る
伝
来
と
伝
播
が
唯
一
と
し
た
前
提
で
議
論
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
倭
寇
の
活
発
な
活
動
と
日
本
、
と
く
に
西
日
本
と
の
深

い
関
係
、
そ
れ
に
朝
鮮
史
料
が
証
明
す
る
よ
う
に
種
子
島
以
外
の
地
域
に
も
分
散
波

状
的
に
鉄
炮
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
と
て
も
『
鉄
炮
記
』
の
語
る
伝
来
と
伝
播
が
唯

一
と
は
い
え
な
い
。
文
献
史
料
（
砲
術
関
係
を
ふ
く
む
）
や
実
物
資
料
を
批
判
的
に

活
用
し
て
伝
来
と
普
及
の
実
像
を
あ
き
ら
か
に
し
て
は
じ
め
て
画
期
は
き
め
ら
れ
る

べ
き
と
、
銃
砲
史
・
砲
術
史
の
視
点
か
ら
考
え
て
お
り
、
に
わ
か
に
村
井
氏
の
画
期

論
に
は
諸
手
を
挙
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

❷
日
本
に
伝
来
し
た
鉄
炮
の
源
流

的
場
節
子
氏
論
文
の
主
張　

村
井
氏
の
第
二
の
批
判
は
、
日
本
に
伝
来
し
た
鉄
炮
の
源
流
で
あ
る
。
私
は
戦
国

日
本
に
伝
来
し
た
鉄
炮
の
源
流
は
、
第
一
期
（
天
文
十
二
年
か
ら
元
和
年
間
）
の
砲

術
諸
流
の
鉄
炮
と
東
南
ア
ジ
ア
の
鉄
炮
に
共
通
点
の
多
い
こ
と
か
ら
、
東
南
ア
ジ
ア

製
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
王
朝
の
魚
叔
権
の
『
稗
官
雑
記
』
の
歴
史
事

実
、
村
井
氏
の
批
判
す
る
「
ア
ジ
ア
の
な
か
の
で
き
ご
と
だ
」
と
し
て
捉
え
た
の
で

あ
る
。　

村
井
氏
は
宇
田
川
が
得
意
と
す
る
銃
の
様
式
の
考
察
に
し
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
製

で
あ
る
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
と
疑
問
を
投
げ
か
け
、
的
場
節
子
氏
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
現
存
す
る
古
銃
の

情
報
を
ふ
ま
え
て
、
種
子
島
銃
の
「
火
ば
さ
み
の
倒
れ
る
方
向
が
銃
口
側
で
あ
り
、

瞬
発
式
火
縄
点
火
装
置
を
持
ち
、
銃
床
が
頬
付
け
式
で
あ
る
」
と
い
う
仕
様
は
「
西

欧
で
は
一
六
世
紀
前
半
に
開
発
さ
れ
た
鳥
銃
狩
猟
仕
様
の
・
・
・
銃
と
特
徴
が
一
致
」

す
る
が
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
六
世
紀
半
ば
に
は
瞬
発
式
火
縄
装
置
が
火
花
点
火

装
置
に
と
っ
て
変
っ
た
た
め
に
こ
の
仕
様
の
銃
は
あ
ま
り
長
期
間
製
作
使
用
さ
れ
な

か
っ
た
」
と
指
摘
し
、
種
子
島
銃
の
モ
デ
ル
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
銃
の
流
れ
を
汲
ん

で
マ
ラ
ッ
カ
で
現
地
生
産
さ
れ
た
銃
に
求
め
る
的
場
の
結
論
は
、
鉄
砲
伝
来
と
倭
寇

と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
説
得
的
と
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

村
井
氏
の
私
に
対
す
る
第
二
の
批
判
の
根
拠
は
、
的
場
節
子
氏
の
『
國
史
學
』
第

一
六
〇
号
所
載
の
「
南
蛮
人
日
本
初
渡
来
に
関
す
る
再
検
討
」
で
あ
る
）
29
（

。
し
た
が
っ

て
こ
こ
で
検
討
す
べ
き
は
的
場
論
文
の
妥
当
性
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
に
的
場
論

文
の
主
張
を
掲
げ
、
そ
の
あ
と
に
私
の
意
見
を
述
べ
、
最
後
に
砲
術
史
か
ら
み
た
的

場
論
文
の
評
価
に
お
よ
び
た
い
。

①
的
場
論
文
＝
「
二　

南
蛮
人
種
子
島
初
渡
来
」（
四
九
〜
五
〇
頁
）

一
五
四
四
年
は
邦
暦
の
天
文
十
三
年
で
あ
る
。
か
つ
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
天
文
十
三
年
に
種
子
島
に
滞
在
し
て
い
た
皿
伊
旦
崙
（
ペ
イ
タ
ロ

ウ
＝
ペ
ド
ロ
）よ
り
津
田
監
物
が
鉄
砲
の
術
を
学
ん
だ
と
、『
紀
伊
国
名
所
図
会
』

に
見
え
る
。
皿
伊
旦
崙
（
ペ
イ
タ
ロ
ウ
）
と
は
ス
ペ
イ
ン
名
ペ
ド
ロ
（
ポ
ル
ト

ガ
ル
名
で
は
ペ
ロ
と
な
る
）
で
あ
る
が
、『
津
田
流
鉄
砲
口
訣
記
』
に
見
え
る

鉄
砲
を
意
味
し
た
「
阿
留
賀
放
至
」
と
い
う
単
語
も
ス
ペ
イ
ン
名
ペ
ド
ロ
と
の

関
連
を
暗
示
し
て
い
る
。
種
子
島
に
伝
来
し
た
銃
は
、
ス
ペ
イ
ン
で
「
ア
ル
カ

ブ
ス
」（arcabuz

）
と
称
す
る
種
類
の
う
ち
の
軽
量
級
瞬
発
式
火
縄
点
火
装

置
銃
で
あ
る
（
中
略
）。

『
鉄
炮
記
』
に
な
い
ス
ペ
イ
ン
人
名
「
ペ
ド
ロ
」
の
名
と
ス
ペ
ン
イ
ン
語
の
「
ア

ル
カ
ブ
ス
」
の
単
語
が
津
田
監
物
関
係
の
史
料
に
の
み
認
め
ら
れ
る
理
由
は
、

種
子
島
に
滞
在
し
た
ス
ペ
イ
ン
人
ペ
ド
ロ
に
津
田
監
物
が
銃
の
扱
い
方
を
学
ん

だ
時
に
、
そ
の
呼
称
「
ア
ル
カ
ブ
ス
」
と
い
う
ス
ペ
イ
ン
語
単
語
を
学
ん
だ
為

で
あ
っ
て
、
津
田
の
み
が
個
人
的
に
得
た
知
識
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

（
中
略
）
種
子
島
に
お
い
て
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
に
ス
ペ
イ
ン
人
ペ
ド

ロ
が
津
田
監
物
に
鉄
砲（
ア
ル
カ
ブ
ス
）の
扱
い
を
教
え
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
津
田
家
関
係
の
資
料
に
の
み
ス
ペ
イ
ン
名
、
ス
ペ
イ
ン
語
単
語
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が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
本
稿
で
は
結
論
す
る
。

宇
田
川
意
見
＝
『
鉄
炮
記
』
に
は
、
種
子
島
時
堯
が
津
田
監
物
を
遣
わ
し
て
鉄
炮
一

挺
を
根
来
寺
の
杉
坊
に
贈
っ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
津
田
監
物
は
第
一
期
に
属
す
る

紀
州
の
根
来
寺
か
ら
起
こ
っ
た
津
田
流
の
砲
術
家
で
あ
り
、
も
と
も
と
種
子
島
と
は

な
ん
の
関
係
も
な
い
人
物
で
あ
る
。

天
文
十
三
年
と
い
え
ば
、
鉄
炮
伝
来
直
後
で
あ
り
、
い
ま
だ
砲
術
武
芸
は
誕
生
し

て
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
砲
術
家
津
田
監
物
の
登
場
は
不
可
解
の
一
語
に
尽
き
る
。

す
で
に
文
禄
・
慶
長
初
年
の
砲
術
秘
伝
書
に
は
、
種
子
島
に
渡
っ
て
鉄
炮
を
鍛
錬
し

て
帰
国
し
た
と
の
記
述
が
あ
り
、『
鉄
炮
記
』
は
そ
れ
ら
を
参
考
に
種
子
島
か
ら
紀

州
に
鉄
炮
が
伝
播
し
た
物
語
を
創
作
し
た
の
で
あ
っ
て
、
と
て
も
伝
来
時
の
事
実
と

は
認
め
ら
れ
な
い
。

十
七
世
紀
初
頭
の
砲
術
秘
伝
書
の
な
か
に
は
南
蛮
の
影
響
を
う
か
が
わ
せ
る
用
語

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
慶
長
十
七
年
八
月
十
八
日
の
南
蛮
流
の
秘
事
「
雨
夜
」
の
な

か
に
、
遠
射
用
の
火
薬
の
配
合
比
率
の
「
極
町
ノ
薬
」
の
名
称
を
「
お
ら
ん
と
、
も

ろ
の
、
べ
ん
が
る
、
さ
ん
と
め
ひ
、
ぽ
る
と
が
る
」
と
外
国
名
や
都
市
名
で
表
現
し
、

さ
ら
に
同
流
の
慶
長
十
九
年
九
月
二
十
六
日
の「
南
蛮
流
小
筒
之
薬
」の
あ
と
に「
南

蛮
詞
」
と
し
て
一
か
ら
十
ま
で
（
ウ
ン
・
ト
ウ
ス
・
テ
レ
ス
・
ク
ハ
ト
ロ
・
セ
リ
デ
・

ヲ
イ
テ
・
ノ
ビ
・
ゼ
ン
シ
）
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
掲
げ
て
い
る
）
30
（

。

伝
来
当
初
、
鉄
炮
の
関
心
事
は
も
っ
ぱ
ら
火
薬
の
製
法
や
調
合
法
に
あ
り
、
流
祖

の
履
歴
や
系
譜
に
は
無
頓
着
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
初
期
に
な
る
と
砲
術
の
秘

事
の
体
系
化
が
す
す
み
、
砲
術
諸
流
は
そ
れ
ぞ
れ
に
優
位
性
を
誇
示
し
て
、
虚
実
取

り
混
ぜ
た
由
緒
を
作
成
し
て
秘
伝
書
に
盛
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
南
蛮
流
秘
伝
書
の

外
国
名
や
都
市
名
、
あ
る
い
は
南
蛮
詞
は
そ
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
種
子
島

渡
島
説
も
お
な
じ
次
元
の
発
想
で
あ
る
。

ま
た
的
場
論
文
の
引
用
す
る
『
津
田
流
鉄
砲
口
決
記
』
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て

は
、
寛
永
六
年
と
い
う
奥
書
年
代
と
合
致
し
な
い
箇
所
が
多
く
、
序
文
に
は
慶
長
二

年
の
田
付
流
「
求
中
集
」
と
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
井
上
流
「
調
積
集
」
に
あ
る
、

鉄
砲
は
地
・
水
・
火
・
風
・
空
の
五
体
に
た
と
え
る
説
明
を
し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、

こ
の
類
似
は
偶
然
の
一
致
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
寛
永
以
降
に
普

及
し
た
石
火
矢
・
大
飛
火
矢
・
ホ
ウ
ロ
ク
火
矢
な
ど
の
記
述
か
ら
慶
長
以
前
の
成
立

と
は
信
じ
が
た
い
と
の
意
見
が
あ
り
、
同
書
の
記
述
を
根
拠
に
し
て
天
文
十
三
年
の

で
き
ご
と
と
主
張
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
）
31
（

。

こ
の
よ
う
に
的
場
論
文
が
江
戸
時
代
の
津
田
家
関
係
資
料
の
記
述
を
天
文
十
三
年

ま
で
遡
ら
せ
て
ス
ペ
イ
ン
人
ペ
ド
ロ
が
津
田
監
物
に
鉄
砲
（
ア
ル
カ
ブ
ス
）
の
扱
い

を
教
え
た
と
い
う
歴
史
事
実
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
主
張
す
る
説
は
成
立
し
な
い
の

で
あ
る
。②

的
場
論
文
＝
「
三　

鉄
砲
伝
来
と
種
子
島
銃
」（
五
四
頁
）
従
来
の
鉄
砲

伝
来
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
種
子
島
銃
の
形
状
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
銃
砲

史
の
専
門
家
に
よ
る
も
の
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
天
文
十
二
年
の
ポ
ル
ト
ガ

ル
人
の
種
子
島
渡
来
を
機
に
種
子
島
島
主
時
堯
が
火
縄
銃
を
導
入
し
て
、
そ
の

後
各
地
に
広
く
技
術
が
伝
搬
し
た
と
い
う
点
は
異
論
が
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
時
に
伝
え
ら
れ
た
鉄
砲
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
で
あ
る
か
、
マ
ラ
ッ
カ
系
で
あ

る
か
と
い
う
、
形
状
・
機
能
を
根
拠
に
し
た
論
議
が
あ
る
。

宇
田
川
意
見
＝
伝
来
し
た
鉄
炮
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
か
、
マ
ラ
ッ
カ
系
か
の
議
論
は
確

か
に
あ
っ
た
が
、「
そ
の
後
、
各
地
に
広
く
技
術
が
伝
搬
し
た
の
は
異
論
が
な
い
」

と
の
指
摘
が
『
鉄
炮
記
』
の
津
田
監
物
や
根
来
寺
の
杉
坊
、堺
の
商
人
橘
屋
又
三
郎
、

松
下
五
郎
三
郎
な
る
人
物
を
登
場
さ
せ
て
、
種
子
島
か
ら
和
泉
の
堺
、
紀
州
の
根
来
、

さ
ら
に
畿
内
近
邦
か
ら
関
東
ま
で
鉄
炮
が
広
ま
っ
た
と
の
記
述
を
根
拠
と
し
た
起
点

主
義
で
あ
れ
ば
異
論
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
さ
き
に
津
田
監
物
の
例
で
説
明
し
た

よ
う
に
こ
の
記
事
自
体
に
疑
問
が
あ
り
、
さ
ら
に
朝
鮮
史
料
が
語
る
よ
う
に
鉄
炮
伝

来
は
種
子
島
を
ふ
く
む
九
州
と
西
国
地
方
に
分
散
波
状
的
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
村
井
氏
の
第
三
の
批
判
の
な
か
で
論
証
し
た
い
。

③
的
場
論
文
＝
「
三　

鉄
砲
伝
来
と
種
子
島
銃
」（
五
五
〜
五
六
頁
）
天
文

十
二
年
に
種
子
島
で
射
撃
を
見
せ
た
の
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
で
あ
り
、
翌
十
三
年
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に
津
田
監
物
に
銃
の
扱
い
方
を
教
え
た
の
は
ス
ペ
イ
ン
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
種

子
島
伝
来
銃
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
源
の
単
語
「
ア
ル
カ
ブ
ス
」（arcabuz

）
で

表
さ
れ
る
携
帯
銃
の
う
ち
最
軽
量
級
の
も
の
で
あ
っ
た
。

宇
田
川
意
見
＝
さ
き
に
指
摘
し
た
が
、
こ
の
時
期
の
津
田
監
物
の
存
在
は
認
め
ら
れ

な
い
の
で
あ
り
、ア
ル
カ
ブ
ス
で
表
さ
れ
る
携
帯
銃
の
う
ち
最
軽
量
級
と
の
主
張
も
、

こ
れ
が
マ
ラ
ッ
カ
で
現
地
生
産
さ
れ
た
西
欧
型
鳥
類
狩
猟
用
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

説
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
理
由
は
つ
ぎ
の
意
見
と
一
緒
に
述
べ
た
い
。

④
的
場
論
文
＝
「
三　

鉄
砲
伝
来
と
種
子
島
銃
」（
五
七
〜
五
九
頁
）
種
子

島
に
伝
来
し
た
銃
の
原
産
地
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
る
。
そ
の
論
点
は
、
火
ば
さ

み
の
倒
れ
る
方
向
が
銃
口
側
で
あ
り
、
瞬
発
式
火
縄
点
火
装
置
を
持
ち
、
銃
床

が
頬
付
け
式
で
あ
る
と
い
う
伝
来
銃
の
特
徴
よ
り
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。（
中
略
）
マ
ラ
ッ
カ
銃
に
認
め
れ
る
そ
れ
ら
の
特
徴
は
西
欧
銃
に
も

同
様
に
認
め
ら
れ
、（
中
略
）
火
縄
点
火
装
置
の
火
ば
さ
み
が
銃
口
方
向
へ
倒

れ
る
瞬
発
式
火
縄
点
火
装
置
を
持
つ
種
子
島
伝
来
銃
は
、
西
欧
で
は
十
六
世
紀

前
半
に
開
発
さ
れ
た
鳥
類
狩
猟
仕
様
の
瞬
発
式
火
縄
点
火
装
置
で
、
火
ば
さ
み

が
銃
口
側
に
倒
れ
る
銃
と
特
徴
が
一
致
し
た
。（
中
略
）
故
に
こ
れ
ら
全
て
の

特
徴
を
持
つ
種
子
島
伝
来
銃
の
原
型
は
、
西
欧
で
十
六
世
紀
前
半
に
開
発
さ
れ

た
鳥
類
狩
猟
仕
様
の
銃
で
あ
る
と
結
論
で
き
る
。

（
中
略
）
マ
ラ
ッ
カ
周
辺
で
は
（
中
略
）、
特
殊
な
西
欧
製
鳥
銃
は
少
な
か
っ

た
筈
で
あ
る
。（
中
略
）
南
方
の
密
林
で
の
狩
猟
と
し
て
自
然
条
件
が
水
平
射

撃
銃
よ
り
も
上
向
き
射
撃
の
鳥
銃
を
必
要
と
し
た
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
そ
の

需
要
を
満
た
す
為
に
マ
ラ
ッ
カ
に
お
け
る
鳥
銃
現
地
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
と

考
え
る
。（
中
略
）ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
二
挺
の
鳥
銃
を
譲
渡
し
た
こ
と
が
物
語
っ

て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
の
銃
は
、
マ
ラ
ッ
カ
で
補
填
可
能
な
銃
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
譲
渡
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
西
欧
で
の
生
産
数
の
少
な
か
っ
た
鳥
銃
の

補
填
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
マ
ラ
ッ
カ
で
現
地
生
産
が
機
能
し
て
い
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

宇
田
川
意
見
＝
的
場
論
文
は
種
子
島
伝
来
銃
の
火
縄
式
点
火
装
置
は
十
六
世
紀
前
半

の
西
欧
で
開
発
さ
れ
た
鳥
類
狩
猟
仕
様
の
瞬
発
式
火
縄
点
火
装
置
で
、
火
縄
挟
み
が

銃
口
に
向
か
っ
て
倒
れ
る
銃
と
特
徴
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
種
子
島
伝
来
銃
の
原
型

を
そ
れ
と
結
論
し
た
。

村
井
氏
は
的
場
論
文
の
こ
の
部
分
を
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
種

子
島
伝
来
銃
の
特
徴
の
指
摘
は
表
面
的
観
察
に
止
ま
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
機
関

部
（
カ
ラ
ク
リ
）
の
構
造
、
火
皿
の
取
り
付
方
や
位
置
、
銃
身
や
火
蓋
や
巣
口
（
銃

口
）
の
形
状
な
ど
に
も
言
及
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
主
張
の
根
幹
に
か
か
わ
る
種
子

島
伝
来
銃
、
あ
る
い
は
マ
ラ
ッ
カ
で
現
地
生
産
さ
れ
た
西
欧
型
鳥
類
狩
猟
仕
様
の
銃

の
具
体
像
が
一
切
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
致
命
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
南
方
の
密
林
で
の
狩
猟
と
し
て
自
然
条
件
が
上
向
き
射
撃
の
鳥
銃
を
必
要

と
し
た
と
か
、
そ
の
需
要
を
満
た
す
た
め
に
マ
ラ
ッ
カ
で
鳥
銃
の
現
地
生
産
が
行
わ

れ
た
と
か
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
二
挺
の
鳥
銃
を
譲
渡
し
た
の
は
補
填
可
能
と
述
べ
る

も
の
の
、
い
ず
れ
も
立
論
の
根
拠
を
示
さ
な
い
ま
ま
、
推
測
を
つ
み
か
さ
ね
て
お
り
、

こ
の
論
証
は
完
結
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

村
井
氏
は
東
南
ア
ジ
ア
製
で
あ
る
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
関
係
を

否
定
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
述
べ
、
的
場
論
文
に
あ
る
数
多
く
の
疑
問
に
目
を
つ

ぶ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
主
張
す
る
た
め
に
高
評
価
を
あ
た
え
た

の
は
我
田
引
水
の
感
が
否
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
村
井
氏
の
第
二
の
日
本
の
鉄
炮
の

源
流
に
関
す
る
私
へ
の
批
判
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

琉
球
伝
来
説
の
可
能
性

的
場
論
文
は
「
三　

鉄
砲
伝
来
と
種
子
島
銃
」（
五
三
頁
）
の
節
で
『
エ
ス
カ
ラ

ン
テ
報
告
』
の
ブ
ン
タ
ラ
オ
島
を
琉
球
と
し
、「
同
島
住
民
は
、
大
き
な
船
や
火
縄

銃
を
持
っ
て
い
て
中
国
人
と
交
易
関
係
に
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
か
つ
て
岡
田
章

雄
氏
は
日
本
側
の
鉄
炮
伝
来
の
史
料
は
、
六
十
年
後
の
『
鉄
炮
記
』
が
唯
一
で
、
本

文
章
は
種
子
島
伝
世
の
古
文
書
や
記
録
類
、
古
老
の
回
想
や
伝
承
を
材
料
に
ま
と
め
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た
と
推
測
し
、種
子
島
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
正
し
い
史
実
を
伝
え
て
い
る
も
の
の
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
の
交
渉
の
点
で
は
想
像
や
憶
測
、
ま
た
誤
解
が
あ
り
、
文
飾
表
現

も
あ
っ
て
曖
昧
」
と
し
、
多
く
の
中
国
船
が
来
航
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
乗
り
込
ん

で
い
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
、
種
子
島
以
外
の
鉄
炮
伝
来
の
ル
ー
ト
が
考
え
ら
れ
な

く
も
な
く
、
さ
ら
に
倭
寇
が
伝
え
た
可
能
性
も
あ
り
、
琉
球
船
の
南
海
貿
易
も
頻
繁

で
あ
っ
た
時
代
、
琉
球
に
は
わ
が
国
よ
り
も
早
く
鉄
炮
が
伝
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
」
と
示
唆
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
た
）
32
（

。

琉
球
に
鉄
炮
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
数
例
あ
る
。
一
例
目
は
、
常
陸
土

浦
藩
士
関
家
の
文
書
の
な
か
に
同
藩
の
鉄
炮
蔵
の
在
庫
状
況
を
調
べ
た
記
録
に
「
琉

球
筒
鳶
尾
」
と
あ
る
そ
れ
で
あ
る
）
33
（

。
鳶
尾
と
は
、
銃
身
の
筒
元
が
鳶
の
尾
羽
の
よ
う

に
銃
床
に
延
伸
し
た
仕
様
の
鉄
炮
で
あ
る
。
二
例
目
は
、
薩
摩
島
津
義
久
の
家
老
の

上
井
覚
兼
の
日
記
の
天
正
三
年
四
月
十
日
の
条
に
「
こ
の
日
、
琉
球
人
の
御
参
会
が

あ
っ
た
。（
琉
球
人
は
）悉
く
唐
衣
装
で
、い
ろ
い
ろ
楽
を
奏
し
て
、鉄
放
な
ど
を
仕
っ

て
殿
中
に
参
っ
た
」
の
記
述
で
あ
る
）
34
（

。
上
井
覚
兼
は
鉄
炮
を
「
手
火
矢
」
の
ほ
か
に

「
鉄
放
」
と
も
呼
称
し
て
お
り
、
琉
球
が
仕
っ
た
鉄
放
は
鉄
炮
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
三
例
目
は
、慶
長
八
年（
一
六
〇
五
）に
袋
中
上
人
が
編
ん
だ『
琉
球
往
来
』

に
あ
る
中
国
の
冊
封
使
を
警
護
す
る
那
呉
（
名
護
）
氏
の
武
具
保
有
を
記
し
た
書
簡

に
「
重
籐
・
漆
籠
・
縷
裹
之
弓
五
百
張
、
加
弦
縷
了
、
鷹
羽
、
鷲
鵠
、
鳥
羽
等
ノ
矢
、

雁

、
柳
柴
木
鋒
ノ
根
、
櫃
五
十
合
（
中
略
）
銃
大
小
二
百
挺
、
尚
銃
子
、
硝
薬
」

と
あ
り
、
大
小
二
百
挺
の
銃
に
は
「
テ
ビ
ヤ
」
の
ル
ビ
を
附
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
35
（

。

「
テ
ビ
ヤ
」
の
用
語
は
、
戦
国
時
代
、
と
く
に
九
州
地
方
の
薩
摩
・
豊
後
の
史
料

に
多
出
す
る
「
手
火
矢
」
の
こ
と
な
の
で
、『
琉
球
往
来
』
の
そ
れ
は
薩
琉
関
係
に

よ
る
鉄
炮
の
移
動
と
考
え
ら
れ
る
が
、
的
場
論
文
の
「
琉
球
に
火
縄
銃
が
あ
っ
た
」

説
が
正
し
け
れ
ば
、
琉
球
に
も
鉄
炮
が
存
在
し
た
事
実
が
追
加
で
き
、
さ
ら
に
岡
田

章
雄
氏
の
琉
球
伝
来
説
の
可
能
性
に
一
歩
近
づ
く
こ
と
に
な
る
。

か
つ
て
洞
富
雄
氏
は
的
場
節
子
氏
と
お
な
じ
説
、
す
な
わ
ち
、
伝
来
し
た
火
縄
銃

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
瞬
発
式
・
頬
付
け
式
と
主
張
し
、
そ
の
根

拠
を
徳
川
美
術
館
所
蔵
の
鉄
炮
に
求
め
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
）
36
（

。

（
上
略
）
徳
川
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
、
Ｓ
Ａ
Ｍ　

Ｔ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
な
る
刻
銘

の
あ
る
二
匁
五
分
玉
筒
は
日
本
の
鉄
炮
に
は
な
は
だ
似
て
い
る
の
だ
が
、
日
本

製
で
は
な
い
。
こ
の
二
匁
五
分
玉
筒
に
は
人
物
禽
獣
唐
草
象
嵌
が
（
中
略
）
施

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
赤
羽
道
重
氏
（
鉄
炮
蒐
集
家
）
に
よ
れ
ば
、
日
本
製
の

鉄
炮
に
は
人
物
を
模
様
に
し
た
も
の
は
な
い
と
い
う
。

し
か
し
、
私
の
実
物
調
査
に
よ
る
と
、
唐
草
毛
彫
り
の
あ
る
火
蓋
・
地
板
・
火
縄

挟
・
雨
覆
・
用
心
金
・
引
金
・
そ
れ
に
機
関
部
は
、
あ
き
ら
か
に
日
本
製
で
あ
り
、

洞
氏
は
銃
身
上
角
の
人
物
禽
獣
の
模
様
は
日
本
の
火
縄
銃
に
は
な
い
と
の
赤
羽
氏
の

教
示
を
根
拠
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
と
断
じ
た
の
で
あ
る
が
、
銃
身
上
角
に
彫
ら
れ
た
稚

拙
な
細
工
の
「
Ｓ
Ａ
Ｍ　

Ｔ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
」
の
意
味
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
既

述
し
た
南
蛮
流
の
「
極
町
ノ
薬
」
の
名
称
の
「
さ
ん
と
め
ひ
」
を
刻
し
た
も
の
で
あ

り
、
こ
の
鉄
炮
は
南
蛮
流
か
、
あ
る
い
は
同
流
か
ら
派
生
し
た
流
派
の
も
の
で
あ
っ

て
洞
氏
の
主
張
は
誤
解
で
あ
る
。

❸
多
様
な
鉄
炮
の
存
在
は
分
散
波
状
的
伝
来
を
意
味
す
る
か
、

南
蛮
文
化
の
到
来
と
受
容

見
出
し
の
表
題
は
村
井
氏
の
第
三
の
批
判
で
あ
る
が
、
私
の
論
理
で
は
、
こ
の
変

異
は
当
然
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
村
井
氏
は
な
に
ひ
と
つ
根
拠
を
示
さ
ず

に
「
日
本
銃
の
す
べ
て
の
バ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
各
別
の
伝
来
ま
で
遡
る
は
ず
も
な

く
、
砲
術
家
た
ち
の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
伝
来
後
に
生
じ
た
変
異
も
多
い
に
ち
が

い
」、
あ
る
い
は
「
宇
田
川
は
、
な
ぜ
こ
の
点
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
お
こ
な
わ
ず
、

い
き
な
り
鉄
砲
の
伝
来
は
種
子
島
以
外
、
西
日
本
一
帯
の
広
い
地
域
に
分
散
波
状
的
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に
あ
っ
た
、
と
い
う
「
新
事
実
」
に
つ
な
げ
て
し
ま
う
」
と
批
判
す
る
の
で
、
や
や

戸
惑
う
が
、
こ
れ
は
砲
術
史
の
理
解
の
問
題
で
あ
る
。

砲
術
の
起
源
は
天
文
十
二
年
の
鉄
炮
伝
来
に
求
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
の
古
流
武
芸
の
停
止
令
ま
で
、
約
三
世
紀
余
の
歴
史
が
あ
る
）
37
（

。
こ
の

期
間
、
砲
術
諸
流
の
創
始
や
合
流
や
時
代
の
影
響
を
う
け
て
鉄
炮
の
仕
様
に
変
化
が

生
じ
た
も
の
の
、私
家
の
武
芸
で
あ
っ
た
砲
術
は
伝
統
を
尊
重
す
る
傾
向
が
つ
よ
く
、

江
戸
初
期
の
鉄
炮
の
仕
様
が
幕
末
期
ま
で
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
「
日
本
銃
の
す
べ
て
」
で
は
な
く
、
鉄
炮
伝

来
を
う
け
て
砲
術
が
誕
生
し
、
そ
れ
が
体
系
化
さ
れ
る
江
戸
初
期
ま
で
の
戦
乱
の
時

代
、
す
な
わ
ち
、
第
一
期
に
お
け
る
「
日
本
銃
」
の
変
化
で
あ
る
。

東
南
ア
ジ
ア
の
鉄
炮
の
多
様
性

東
南
ア
ジ
ア
に
火
縄
銃
が
も
た
ら
さ
れ
た
直
後
の
十
六
世
紀
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

黄
鉄
鉱
と
鋼
鉄
を
摩
擦
さ
せ
て
連
続
火
花
を
起
し
、
こ
れ
を
火
皿
で
う
け
る
ウ
ィ
ル

ロ
ッ
ク
（
歯
輪
銃
）
が
開
発
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
銃
は
精
巧
で
複
雑
な
機
構
を

も
つ
た
め
ギ
ル
ド
の
専
門
職
人
が
製
作
す
る
た
め
一
挺
の
値
段
が
高
価
に
な
っ
て
兵

士
が
常
備
す
る
軍
用
銃
に
は
不
向
き
で
あ
っ
た
。

日
本
に
鉄
炮
が
伝
来
し
た
十
六
世
紀
な
か
ば
、
火
打
石
を
鋼
鉄
に
あ
て
る
燧
石
式

発
火
機
の
ス
ナ
ッ
プ
ハ
ウ
ス
（
燧
石
銃
）
が
開
発
さ
れ
、
少
し
遅
れ
て
外
部
に
燧
石

式
発
火
機
を
も
つ
ミ
ュ
ク
レ
ッ
ト
が
現
わ
れ
た
。
ス
ナ
ッ
プ
ハ
ウ
ス
は
火
蓋
と
当
金

が
別
に
な
り
、
こ
の
両
方
が
連
動
し
て
起
動
し
、
ミ
ュ
ク
レ
ッ
ト
は
当
金
を
固
定
し

て
火
打
石
だ
け
が
起
動
し
て
火
花
を
起
し
た
。
さ
ら
に
十
七
世
紀
に
な
る
と
、
完
全

な
燧
石
式
発
火
機
の
フ
リ
ン
ト
ロ
ッ
ク
が
開
発
さ
れ
て
、
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
使
わ

れ
た
）
38
（

。
こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
発
火
装
置
の
急
速
な
発
達
が
あ
っ
た
も
の
の
、
技

術
の
格
差
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
に
あ
っ
て
は
西
欧
列
強
が
進
出
す
る
二
十
世
紀

ま
で
火
縄
式
の
鉄
炮
を
使
い
つ
づ
け
た
。
東
南
ア
ジ
ア
の
王
た
ち
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
も
た
ら
さ
れ
た
火
縄
銃
を
長
い
歳
月
を
か
け
て
風
土
に
適
す
る
よ
う
に
改
良
し
て

個
性
的
な
火
縄
銃
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
は
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
リ
ー
ド
氏
の
つ
ぎ

の
指
摘
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
）
39
（

。

十
五
世
紀
に
東
南
ア
ジ
ア
に
は
、
銅
製
の
小
口
径
カ
ル
ヴ
ェ
リ
ン
砲
が
も
た

ら
さ
れ
た
が
、
多
く
の
場
合
、
高
度
の
技
巧
に
よ
る
（
象
な
ど
の
）
装
飾
を
施

し
て
あ
り
、
敵
を
殺
傷
す
る
と
い
う
よ
り
は
超
自
然
能
力
の
誇
示
に
よ
っ
て
威

嚇
を
目
的
に
し
た
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
よ
り
操
作
性
に
優
れ
た
大
砲
と

マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
東
南
ア
ジ

ア
で
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
少
数
の
強
力
な
王
た
ち
に
よ
る
領
内

の
新
技
術
独
占
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
少
数
の
強
力
な
王
た
ち
が
領
内
の
新
技
術
を
独
占
し
た

と
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
鉄
炮
製
作
を
に
な
う
金
具
細
工
や
鍛
冶
職
人
の
存
在

と
掌
握
が
あ
っ
た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
東
南
ア
ジ
ア
に
進
出
し
て
火
縄
銃
を
伝
え
た
が
、
東
南
ア
ジ
ア

の
少
数
の
強
力
な
王
た
ち
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
銃
の
急
速
な
発
達
を
よ
そ
に
独
自
の

火
縄
銃
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
金
具
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
装
飾
模
様
を
み
る
と
、
各
民

族
の
精
神
性
を
具
象
化
し
た
個
性
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
巻
末
図
版

１
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
カ
メ
ロ
ン
・
ス
ト
ー
ン
氏
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
ル
の
マ
ッ
チ
・
ロ
ッ

ク
（
火
縄
式
鉄
炮
）」
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
）
40
（

。　

南
蛮
鉄
炮
と
異
風
筒
の
存
在

当
時
、
日
本
で
は
外
国
渡
来
の
鉄
炮
を
「
南
蛮
鉄
炮
」
と
か
、「
南
蛮
筒
」
と
呼

称
し
た
。
そ
の
早
期
の
用
例
は
、
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
正
月
十
九
日
の
将

軍
側
近
の
大
館
晴
光
が
豊
後
の
大
友
義
鎮
に
「
南
蛮
鉄
炮
」
の
献
上
を
謝
し
た
返
書

で
あ
る
）
41
（

。
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こ
の
ほ
か
南
蛮
鉄
炮
の
存
在
を
伝
え
る
史
料
は
、
年
代
に
開
き
が
あ
る
も
の
の
、

天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
四
月
に
徳
川
家
康
が
小
田
原
の
北
条
氏
政
に
「
て
つ
は

う
な
ん
ば
ん
筒
」
を
贈
っ
た
そ
れ
が
あ
り
）
42
（

、
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
十
二
月

二
十
八
日
の
九
州
豊
後
の
佐
伯
藩
の
「
て
つ
は
う
出
来
帳
並
払
帳
」
に
あ
る
「
内
膳

よ
り
な
ん
ば
ん
筒
」
が
あ
る
）
43
（

。
さ
ら
に
徳
川
家
康
の
遺
産
目
録
の
「
駿
河
御
分
物
御

道
具
帳
」
に
「
南
蛮
筒
十
八
挺
」
と
あ
り
）
44
（

、
幕
末
の
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）、
海

防
の
た
め
に
江
戸
幕
府
が
遠
国
役
所
の
武
器
を
調
査
し
た
と
き
、「
南
蛮
筒
十
六
挺
」

が
あ
る
と
、
大
坂
城
代
が
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
は
秀
吉
の
持
筒
（
個
人
所
有
）
の

可
能
性
が
高
い
。

現
在
、
確
認
で
き
る
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
「
南
蛮
筒
」
の
用
語
は
一
部
支
配
者
に

限
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
さ
き
に
紹
介
し
た
朝
鮮
史
料
の
記
述
に
よ
っ
て
天
文
十
二

年
か
ら
弘
治
元
年
の
十
数
年
だ
け
で
も
倭
寇
に
よ
っ
て
夥
し
い
量
の
火
砲
、
す
な
わ

ち
、
南
蛮
鉄
炮
が
陸
続
と
持
ち
込
ま
れ
て
お
り
、
実
数
は
こ
れ
を
は
る
か
に
超
え
た

こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

南
蛮
鉄
炮
が
到
来
す
る
と
、
そ
れ
を
見
本
に
鉄
炮
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ
が
異
風
筒

で
あ
る
。
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
明
人
鄭
舜
功
は
倭
寇
禁
圧
の
た
め
大
友
氏
の
豊

後
府
中
に
約
半
年
間
滞
在
し
た
が
、
後
年
の
著
作
『
日
本
一
鑑
』
に
よ
る
と
、
豊
後

府
内
の
ほ
か
、
薩
摩
の
坊
津
、
肥
前
の
平
戸
、
和
泉
の
堺
で
も
鉄
炮
が
作
ら
れ
て
い

た
と
あ
る
。
倭
寇
の
頭
目
王
直
は
五
島
列
島
の
福
江
島
に
隠
れ
家
を
も
ち
、
肥
前
平

戸
の
領
主
松
浦
隆
信
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
、
肥
前
平
戸
に
鉄
炮
が
伝
来
し
た

可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
。
そ
し
て
朝
鮮
王
朝
の
官
吏
李
浚
慶
の
意
見
書
の
一
部
に

「
大
勢
の
倭
寇
が
博
多
に
来
居
し
て
鉄
丸
を
教
え
て
い
る
」
と
あ
り
、
博
多
へ
の
鉄

炮
伝
来
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
日
本
一
鑑
』
の
鉄
炮
の
製
作
地
も
ふ

く
め
て
、
各
地
で
異
風
筒
の
製
作
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
）
46
（

。

た
と
え
ば
、
室
町
将
軍
足
利
義
輝
は
大
友
義
鎮
の
献
上
し
て
き
た
「
南
蛮
鉄
炮
」

を
見
本
に
し
て
、
京
都
の
城
山
で
和
泉
堺
の
鍛
冶
を
よ
ん
で
鉄
炮
を
作
ら
せ
、
こ
れ

を
関
東
の
上
野
国
の
有
力
豪
族
で
鉄
炮
数
寄
者
の
横
瀬
成
繁
に
贈
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
ま
さ
に
異
風
筒
で
あ
る
）
47
（

。

鉄
炮
は
鍛
冶
の
一
存
で
製
作
す
る
も
の
で
は
な
く
、
注
文
主
の
意
向
に
し
た
が
っ

た
。
将
軍
足
利
義
輝
の
師
匠
は
山
城
在
住
の
南
蛮
流
の
天
下
一
の
称
号
を
も
つ
藤
井

一
二
斎
輔
縄
で
あ
っ
た
。
藤
井
一
二
斎
は
将
軍
の
命
を
う
け
て
、
堺
の
鉄
炮
鍛
冶
に

鉄
炮
を
作
ら
せ
た
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
異
風
筒
の
仕
様
は
南
蛮
流
の
秘
事
に
な
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
、同
流
の
慶
長
十
九
年
八
月
の
秘
伝
書
に
「
い
ふ
う
物
は
り
（
張
）

様
之
事
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
十
五
匁
玉
（
口
径
二
十
一
ミ
リ
）
の
異
風
筒
の
仕
様

を
「
銃
身
長
二
尺
五
寸
、
銃
床
九
寸
、
前
目
当
と
胴
金
の
間
が
四
寸
五
分
、
銃
口
が

玉
縁
、
栓
差
四
ヶ
所
、
地
板
長
五
寸
」
と
伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
48
（

。

砲
術
の
師
匠
が
鉄
炮
製
作
の
秘
事
を
門
弟
に
伝
授
す
る
と
、
弟
子
は
鉄
炮
鍛
冶
に

異
風
筒
を
注
文
で
き
た
。
こ
の
伝
授
次
第
は
南
蛮
流
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

南
蛮
鉄
炮
を
手
に
し
た
砲
術
諸
流
に
お
よ
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
『
日
本
一
鑑
』
の
豊

後
府
内
・
薩
摩
坊
津
・
肥
前
平
戸
・
和
泉
の
堺
の
鉄
炮
製
作
に
も
砲
術
家
が
関
与
し

て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
か
く
し
て
日
本
の
各
地
で
南
蛮
鉄
炮
の
倣
製
が
お
こ
な
わ

れ
、
そ
の
結
果
、
異
風
筒
が
世
に
広
ま
っ
た
。
異
風
筒
の
出
現
は
南
蛮
文
化
と
し
て

の
鉄
炮
受
容
の
第
一
歩
と
み
な
せ
る
が
、
と
も
か
く
異
風
筒
の
製
作
に
砲
術
家
が
深

く
関
与
し
た
事
実
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
異
風
筒
の
実
在
を
示
す
史
料
も
南
蛮
鉄
炮
と
お
な
じ
よ
う
に
数
例
に

過
ぎ
な
い
。
そ
の
一
例
目
は
、
江
戸
幕
府
が
元
和
三
年
八
月
二
十
二
日
に
作
成
し

た
石
見
津
和
野
城
の
「
城
鉄
炮
並
武
具
目
録
」
で
あ
る
。
こ
の
目
録
に
は
「
大
小

一
〇
二
〇
挺
」
の
銃
砲
が
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
な
か
に
「
六
匁
筒　

但
壱
尺

弐
寸　

イ
フ
ウ
物
不
同
也　

弐
百
八
十
五
丁
」
の
「
イ
フ
ウ
物
（
意
府
物
・
異
風
物
）」

の
記
述
が
あ
る
。
六
匁
筒
は
口
径
十
五
ミ
リ
、
不
同
は
不
揃
い
の
意
味
で
あ
る
か
ら

形
状
と
長
短
が
ま
ち
ま
ち
な
異
風
筒
が
混
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
千
二
十
挺
に

対
し
て
二
百
八
十
五
挺
は
少
な
い
数
字
で
は
あ
る
ま
い
）
49
（

。

二
例
目
は
、
肥
前
島
原
城
主
の
松
倉
重
政
が
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
に
同
城
を

修
築
し
た
と
き
の
「
城
内
有
之
道
具
之
有
増
之
覚
」
に
「
異
風
筒
三
百
挺
、
此
者
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二
十
目
玉
よ
り
十
匁
玉
迄
」
と
あ
る
そ
れ
で
あ
る
）
50
（

。
そ
し
て
三
例
目
は
、
寛
永
十
三

年
（
一
六
三
六
）
三
月
二
十
一
日
の
田
布
施
流
の
秘
伝
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
異
風

筒
の
絵
図
を
載
せ
、「
種
島
異
風
物
ハ
打
よ
き
物
也
、
只
一
尺
よ
り
二
尺
ま
で
の
小

筒
ニ
大
薬
ヲ
こ
め
町
打
事
」
と
小
筒
の
寸
法
を
記
し
て
い
る
（
巻
末
図
版
２
）。
津

和
野
城
の
二
百
八
十
五
挺
の
六
匁
筒
は
小
筒
だ
か
ら
田
布
施
流
の
異
風
筒
も
ふ
く
ま

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
）
51
（

。

当
時
、
国
内
に
は
津
和
野
城
の
規
模
を
上
回
る
城
郭
が
数
多
く
存
在
し
、
津
和
野

城
が
特
別
な
理
由
も
な
い
か
ら
、
島
原
城
の
例
か
ら
推
し
て
、
そ
の
ほ
か
の
城
郭
に

も
同
数
か
、
そ
れ
以
上
の
異
風
筒
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
国
内
全
体
の
数
量

は
相
当
数
に
の
ぼ
り
、
な
お
か
つ
日
本
に
存
在
し
た
南
蛮
鉄
炮
の
多
さ
を
彷
彿
と
さ

せ
る
。

南
蛮
鉄
炮
と
異
風
筒
と
砲
術
流
派

南
蛮
鉄
炮
を
見
本
に
異
風
筒
を
作
る
と
き
、
砲
術
家
が
関
与
し
、
異
風
筒
の
仕
様

が
砲
術
の
秘
事
と
し
て
秘
伝
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
南
蛮
鉄
炮
が
日
本
人

の
使
い
易
い
よ
う
に
改
良
さ
れ
な
が
ら
国
内
に
定
着
す
る
過
程
を
示
し
て
い
る
。

現
在
、
国
内
に
は
わ
ず
か
な
が
ら
南
蛮
鉄
炮
と
異
風
筒
の
実
物
資
料
が
残
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
と
砲
術
武
芸
と
の
関
係
を
説
明
し
た
い
。

巻
末
図
版
３
は
南
蛮
筒
で
あ
る
。
銃
身
に
対
し
て
銃
床
が
短
い
の
で
、
こ
れ
は
日

本
に
お
け
る
改
造
で
あ
る
。火
皿
を
留
め
る
ネ
ジ
の
頭
が
胴
金
と
火
皿
の
間
に
あ
り
、

火
皿
の
手
前
の
雨
覆
の
金
具
を
留
め
る
竹
の
根
節
の
楔
が
な
い
。
雨
水
の
流
入
を
防

ぐ
雨
覆
の
真
鍮
金
具
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
大
き
さ
と
形
状
か
ら
こ
れ
は
後
補
で

あ
る
。
火
蓋
は
一
枚
、銃
口
は
玉
縁
で
台
留
ま
で
の
間
に
真
鍮
象
嵌
の
模
様
が
あ
り
、

銃
身
の
上
角
に
は
波
の
よ
う
な
模
様
の
真
鍮
象
嵌
が
あ
る
。
真
鍮
の
煙
返
し
の
穴
の

あ
る
火
縄
挟
と
弾
金
（
毛
抜
金
）
は
形
状
か
ら
日
本
で
の
改
造
で
あ
る
。
そ
し
て
火

縄
挟
み
を
起
動
さ
せ
る
カ
ラ
ク
リ
は
簡
単
な
構
造
の
平
カ
ラ
ク
リ
で
あ
る
。
第
一
期

の
砲
術
流
派
、
た
と
え
ば
、
稲
富
流
・
田
布
施
流
・
田
付
流
・
藤
岡
流
な
ど
が
南
蛮

参考図　鉄炮名所（稲富流の鉄炮の仕様・峯田元治作図）
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鉄
炮
の
平
カ
ラ
ク
リ
を
採
用
し
て
い
る
。

つ
ぎ
の
巻
末
図
版
４
も
南
蛮
筒
で
あ
る
。
筒
元
が
銃
床
に
鳶
ノ
尾
の
よ
う
に
延
伸

し
た
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
弾
金
は
一
枚
バ
ネ
に
近
く
、
地
板
は
長
く
火
皿
の
前
端

に
お
よ
ん
で
い
る
。
金
具
は
す
べ
て
鉄
製
、
こ
れ
も
火
縄
挟
み
と
前
目
当
・
先
目
当

は
日
本
で
の
改
造
。
銃
身
の
鳶
ノ
尾
の
構
造
は
、
第
一
期
に
出
羽
米
沢
の
上
杉
家
で

流
行
し
た
種
子
島
流
の
鉄
炮
に
み
ら
れ
、
同
様
に
江
戸
幕
府
に
仕
え
米
村
流
の
銃
身

も
鳶
ノ
尾
で
あ
り
、
戦
乱
期
の
砲
術
流
派
の
鉄
炮
の
な
か
に
は
南
蛮
鉄
炮
の
痕
跡
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

巻
末
図
版
５
の
南
蛮
筒
は
名
古
屋
・
徳
川
美
術
館
所
蔵
の
鉄
炮
で
あ
る
が
、
火
蓋

に
は
三
つ
葉
葵
の
紋
が
あ
り
、
日
本
で
の
改
造
の
割
火
蓋
、
雨
覆
い
を
銃
身
に
固
定

す
る
竹
ノ
根
節
の
楔
が
な
く
、
地
板
の
形
状
、
一
枚
の
弾
金
、
先
端
を
ネ
ジ
状
に
尖

ら
せ
た
前
目
当
、
さ
ら
に
庵
が
な
い
な
ど
南
蛮
鉄
炮
の
仕
様
を
伝
え
て
い
る
。

現
在
、
種
子
島
に
は
同
島
の
鉄
炮
鍛
冶
平
瀬
新
七
定
堅
が
江
戸
時
代
の
安
永
年
間

（
一
七
七
二
〜
一
七
八
〇
）
に
製
作
し
た
初
伝
銃
「
故
郷
」
の
忠
実
な
模
造
銃
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
南
蛮
筒
を
模
倣
し
た
異
風
筒
で
あ
る
。
弾
金
は
徳
川
美
術

館
所
蔵
の
南
蛮
筒
と
お
な
じ
で
一
枚
バ
ネ
に
近
く
、
銃
床
の
庵
が
な
い
の
も
共
通
し

て
い
る
。
機
関
部
全
体
の
金
具
の
形
式
は
東
南
ア
ジ
ア
の
火
縄
銃
の
系
譜
に
つ
な
が

る
も
の
の
、
一
枚
の
薄
い
真
鍮
板
を
曲
げ
た
火
蓋
、
そ
れ
に
雨
水
の
流
入
を
防
ぐ
雨

覆
の
金
具
は
日
本
独
特
の
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
平
瀬
新
七
定
堅
の
生
き
た
安
永
年

間
と
い
う
時
代
の
反
映
で
あ
り
、
こ
の
異
風
筒
は
南
蛮
鉄
炮
が
日
本
に
定
着
す
る
過

程
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
）
52
（

。

　

さ
き
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
カ
メ
ロ
ン
・
ス
ト
ー
ン
の
著
書
か
ら
オ
リ
エ
ン
タ
ル
の
マ
ッ

チ
・
ロ
ッ
ク
（
火
縄
式
鉄
炮
）
の
図
版
（
巻
末
図
版
１
参
照
）
を
示
し
て
東
南
ア
ジ

ア
の
火
縄
銃
を
紹
介
し
た
が
、
私
が
タ
イ
国
立
博
物
館
で
調
査
の
折
に
撮
影
し
た
二

挺
の
火
縄
銃
の
機
関
部
の
二
図
を
載
せ
て
お
き
た
い
（
巻
末
図
版
６
）。
と
く
に
日

本
に
現
存
す
る
南
蛮
鉄
炮
や
異
風
筒
と
の
類
似
点
と
差
異
に
留
意
し
て
欲
し
い
。

わ
ず
か
に
現
存
す
る
南
蛮
鉄
炮
と
異
風
筒
か
ら
第
一
期
の
砲
術
諸
流
と
の
関
係
を

説
明
し
た
が
、
さ
ら
に
安
土
・
桃
山
か
ら
江
戸
初
期
の
日
本
画
家
の
初
期
洋
風
画
に

描
か
れ
た
鉄
炮
に
注
目
し
て
両
者
の
関
係
に
迫
り
た
い
。

現
在
、
初
期
洋
風
画
の
作
品
は
百
点
弱
が
伝
世
し
て
い
る
が
、
戦
闘
や
狩
猟
の
光

景
を
描
い
た
「
レ
パ
ン
ト
戦
闘
図
」（
香
雪
美
術
館
）「
狩
猟
図
の
あ
る
西
洋
風
俗
図

屏
風
」（
南
蛮
文
化
館
）「
洋
人
奏
楽
図
屏
風
」（
永
青
文
庫
）
の
三
点
が
鉄
炮
を
描

い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
レ
パ
ン
ト
戦
闘
図
」（
巻
末
図
版
７
）
を
取
り
上
げ
た
い
。

拡
大
し
た
兵
士
の
構
え
た
機
関
部
を
地
板
の
形
状
、
筒
元
の
火
皿
の
位
置
か
ら
南

蛮
鉄
炮
の
仕
様
で
あ
り
、
こ
の
地
板
の
形
状
は
第
一
期
の
河
内
出
身
の
田
布
施
源
助

忠
宗
を
流
祖
と
す
る
田
布
施
流
の
秘
伝
書
の
絵
図
（
巻
末
図
版
８
）
と
同
流
の
鉄
炮

（
巻
末
図
版
９
）の
地
板
の
形
状
に
酷
似
し
、
慶
長
七
年（
一
六
〇
二
）に
細
川
忠
興
の

豊
前
小
倉
城
の
外
堀
か
ら
出
土
し
た
地
板
の
形
状
も
同
型
で
あ
る
（
巻
末
図
版
10
））
53
（

。

こ
の
時
代
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
火
縄
銃
が
す
た
れ
、
燧
石
銃
全
盛
の
時
代

を
迎
え
て
い
た
。洋
風
画
家
は
、当
時
、国
内
に
現
存
し
て
い
た
南
蛮
鉄
炮
や
異
風
筒
、

あ
る
い
は
砲
術
秘
伝
書
の
絵
図
を
参
考
に
鉄
炮
隊
の
兵
士
の
鉄
炮
を
描
い
た
の
で
あ

る
。
通
常
、
西
欧
で
は
銃
尾
を
肩
に
あ
て
て
射
撃
を
す
る
が
、
日
本
で
は
銃
尾
に
頬

を
付
け
て
射
撃
を
す
る
。
引
用
し
た
画
面
を
注
視
す
る
と
、
い
ず
れ
も
射
撃
姿
勢
は

日
本
の
そ
れ
で
あ
る
。
は
か
ら
ず
も
初
期
洋
風
画
や
砲
術
秘
伝
書
は
、
当
時
、
日
本

に
実
在
し
た
南
蛮
鉄
炮
や
異
風
筒
の
仕
様
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
は
じ
め
に
か
け
て
流
行
し
た
第
一
期
の
砲
術

流
派
の
名
を
い
く
つ
か
挙
げ
た
が
、
現
存
す
る
秘
伝
書
か
ら
判
明
し
た
流
派
の
祖
と

出
身
地
と
関
係
地
を
く
わ
え
て
一
覧
を
作
成
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
）
54
（

。

岸
和
田
流
（
薩
摩
・
豊
後
・
岸
和
田
某
）
宇
多
流
（
紀
伊
・
宇
多
長
門
守
）

津
田
流
（
紀
伊
・
津
田
監
物
算
長
）
自
由
斎
流
（
紀
伊
・
津
田
自
由
斎
）

米
村
流
（
摂
津
・
米
村
勘
左
衛
門
）
南
蛮
流
（
山
城
・
藤
井
一
二
斎
輔
縄
）

一
火
流
（
筑
前
・
泊
兵
部
少
輔
一
火
）
道
元
流
（
肥
後
・
道
元
某
）

種
子
島
流
（
摂
津
・
片
桐
少
輔
）
安
見
流
（
河
内
・
尾
張
・
安
見
右
近
一
之
）
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稲
富
流
（
丹
後
・
稲
富
一
夢
）
藤
岡
流
（
近
江
甲
賀
・
藤
岡
六
左
衛
門
長
悦
）

田
布
施
流（
河
内
・
田
布
施
源
助
忠
宗
）田
付
流（
近
江
・
田
付
田
付
兵
庫
景
澄
）

井
上
流
（
播
磨
・
井
上
外
記
正
継
）

一
覧
の
安
見
流
の
祖
は
河
内
出
身
の
安
見
右
近
一
之
で
あ
る
が
、
寛
文
七
年

（
一
六
六
七
）
七
月
の
本
奥
書
を
も
つ
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
霜
月
吉
日
の
簗
田

義
重
の
「
安
見
流
鉄
炮
之
書
」
に
南
蛮
筒
の
多
様
性
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
）
55
（

。

南
蛮
筒
ハ
コ
シ
（
腰
）
ノ
前
二
イ
オ
リ
（
庵
）
ナ
シ
、
大
形
ハ
竹
ノ
子
ナ
リ

ニ
シ
テ
、
色
々
象
眼
ヲ
入
、
或
ハ
筋
柑
子
・
ウ
ケ
角
ニ
シ
テ
丸
コ
ウ
ヂ
（
柑
子
）、

又
ハ
角
コ
ウ
ヂ
・
ケ
シ
（
芥
子
）
柑
子
ニ
ス
ル
、
今
日
本
ニ
テ
イ
ニ
シ
エ
ノ
南

蛮
筒
似
セ
テ
ス
ル
ニ
慥
カ
成
目
利
成
ニ
ク
シ
、

ま
た
同
時
期
の
筑
前
出
身
の
泊
兵
部
少
輔
藤
原
一
火
の
一
火
流
の
秘
伝
書
の
「
南

蛮
筒
の
事
」
に
お
な
じ
よ
う
な
所
伝
が
あ
り
、
南
蛮
鉄
炮
の
仕
様
の
多
様
性
は
、
戦

乱
期
は
も
と
よ
り
、
江
戸
時
代
の
砲
術
家
の
常
識
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
）
56
（

。
砲
術

時
期
区
分
の
第
一
期
は
砲
術
の
揺
籃
期
か
ら
成
長
期
に
あ
た
り
、
多
く
の
流
派
が
安

見
流
や
一
火
流
の
秘
伝
書
の
指
摘
す
る
筋
柑
子
（
喇
叭
状
に
膨
ら
ん
だ
部
分
に
筋
が

あ
る
）・
丸
柑
子
（
丸
い
縁
が
あ
る
）・
角
柑
子
（
八
角
形
）・
芥
子
柑
子
（
芥
子
の

花
の
よ
う
に
膨
ら
ん
で
い
る
）
な
ど
多
様
な
巣
口
（
銃
口
）
の
形
状
を
も
ち
、
南
蛮

鉄
炮
の
平
カ
ラ
ク
リ
、
南
蛮
鉄
炮
の
鳶
ノ
尾
銃
身
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

び
た
び
指
摘
す
る
が
、
倭
寇
は
九
州
お
よ
び
西
国
地
方
に
夥
し
い
量
の
鉄
炮
、
す
な

わ
ち
、
南
蛮
鉄
炮
を
持
ち
込
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
諸
国
の
な
か
に
は
、
奇
し
く
も
第
一

期
の
砲
術
家
の
出
身
地
が
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
南
蛮
鉄
炮
を
使
い
、
あ
る
い
は
異
風

筒
を
作
っ
て
諸
国
を
遍
歴
し
な
が
ら
鉄
炮
術
を
鍛
錬
し
、
や
が
て
日
本
の
風
土
や
日

本
人
の
体
形
に
適
し
た
流
派
独
自
の
鉄
炮
を
工
夫
し
た
が
、
そ
こ
に
は
源
流
と
な
っ

た
南
蛮
鉄
炮
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

村
井
氏
の
第
三
の
批
判
は
、
日
本
銃
の
す
べ
て
の
バ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
各
別
の

伝
来
ま
で
遡
る
は
ず
も
な
く
、
砲
術
家
た
ち
の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
伝
来
後
に
生
じ

た
変
異
も
多
い
に
ち
が
い
な
い
。
宇
田
川
は
、
な
ぜ
こ
の
点
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
お

こ
な
わ
ず
、
い
き
な
り
「
鉄
砲
の
伝
来
は
種
子
島
以
外
、
西
日
本
一
帯
の
広
い
地
域

に
分
散
波
状
的
に
あ
っ
た
」
と
い
う
「
新
事
実
」
に
つ
な
げ
て
し
ま
う
の
か
と
疑
問

を
呈
し
て
い
た
。
決
し
て
変
異
を
い
き
な
り
分
散
波
状
的
伝
来
に
つ
な
げ
た
わ
け
で

な
い
こ
と
を
、
砲
術
史
の
視
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
論
証
し
た
次
第
で
あ
る
。
そ
の
結

論
を
事
典
風
に
ま
と
め
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

多
様
な
仕
様
の
南
蛮
鉄
炮
が
倭
寇
に
よ
っ
て
種
子
島
を
ふ
く
め
た
九
州
や
西

国
の
広
い
地
域
に
分
散
波
状
的
に
伝
わ
っ
た
。
や
が
て
伝
来
の
地
で
は
南
蛮
鉄

炮
や
そ
れ
を
模
倣
し
た
異
風
筒
を
使
っ
て
鉄
炮
術
を
習
い
覚
え
た
砲
術
家
が
輩

出
し
た
。
や
が
て
か
れ
ら
は
厳
し
い
鍛
錬
を
通
し
て
、
南
蛮
鉄
炮
の
過
度
な

装
飾
を
へ
ら
し
、
火
皿
へ
の
雨
露
の
浸
入
を
防
ぐ
雨
覆
を
付
け
た
り
、
一
枚
火

蓋
を
割
火
蓋
に
改
良
し
な
が
ら
実
用
一
点
ば
り
の
個
性
的
な
鉄
炮
を
工
夫
し
た

が
、
銃
口
や
銃
身
の
形
状
、
機
関
部
（
カ
ラ
ク
リ
）
は
南
蛮
鉄
炮
の
そ
れ
を
踏

襲
し
た
の
で
あ
る
。
砲
術
諸
流
の
鉄
炮
の
仕
様
が
多
様
で
あ
っ
た
の
は
、
南
蛮

鉄
炮
の
分
散
波
状
的
伝
来
に
由
来
し
て
い
た
。

む
す
び

以
上
、
村
井
氏
の
倭
寇
鉄
炮
伝
来
説
に
対
す
る
批
判
、
す
な
わ
ち
、
①
朝
鮮
・
明

史
料
の
火
炮
の
解
釈
、
②
日
本
に
伝
来
し
た
鉄
炮
の
源
流
、
③
鉄
炮
の
仕
様
の
差
異

が
多
元
的
伝
来
を
意
味
す
る
か
、
の
三
点
に
つ
い
て
銃
砲
史
・
砲
術
史
の
視
点
か
ら

応
え
た
。
私
の
論
拠
は
伝
来
を
証
明
す
る
た
め
に
文
献
史
料
（
砲
術
関
係
を
含
む
）、

と
内
外
の
実
物
資
料
の
古
銃
を
活
用
し
た
点
で
村
井
氏
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
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は
伝
来
研
究
の
推
移
が
語
る
よ
う
に
『
鉄
炮
記
』
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
実
像

は
掴
め
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
や
や
重
複
の
き
ら
い
が
あ
る
が
、
私
の
専

門
と
す
る
銃
砲
史
と
砲
術
史
の
守
備
範
囲
に
属
す
る
批
判
な
の
で
、
反
論
を
総
括
し

て
む
す
び
と
し
た
い
。

朝
鮮
・
明
史
料
の
火
炮
の
解
釈

村
井
氏
は
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
の
火
器
の
記
事
を
鉄
炮
伝
来
の
う
え
で
活
用
す
べ

き
こ
と
を
宇
田
川
は
強
調
す
る
が
、
し
か
し
、『
実
録
』
に
み
る
「
火
炮
」
の
文
字

を
無
批
判
に
解
釈
す
る
な
ど
問
題
が
多
い
と
し
、『
実
録
』
に
み
え
る
諸
火
器
の
な

か
で
、
い
わ
ゆ
る
鉄
炮
は
「
鳥
銃
」「
鳥
嘴
銃
」
に
限
定
さ
れ
る
の
に
「
火
砲
」
を
、

な
ん
の
根
拠
も
示
す
こ
と
な
く
鉄
砲
と
解
す
る
な
ど
、
明
ら
か
な
誤
り
も
見
ら
れ
、

近
年
の
著
書
に
お
い
て
も
こ
の
批
判
に
一
言
も
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
火
砲
＝
鉄
砲

説
を
く
り
か
え
し
て
い
る
と
、
語
気
す
る
ど
く
批
判
し
た
。

し
か
し
、
批
判
対
象
の
時
期
を
少
し
延
ば
し
て
も
朝
鮮
と
明
の
史
料
に
は
鳥
銃
の

用
語
は
皆
無
で
あ
り
、「
福
建
人
民
銃
砲
を
賚
帯
し
、
も
っ
て
倭
に
教
え
、
倭
の
砲

を
放
つ
こ
と
今
日
に
始
ま
る
」、「
唐
人
が
火
炮
器
具
を
も
っ
て
日
本
に
漂
向
す
る
」、

「
唐
船
は
行
販
の
た
め
日
本
に
来
る
」、「
さ
き
ご
ろ
倭
奴
は
、
い
ま
だ
火
炮
あ
ら
ざ

る
に
、
今
す
こ
ぶ
る
こ
れ
あ
り
」、「
福
建
人
が
倭
奴
と
交
通
し
て
、
す
で
に
兵
器
を

給
し
、
ま
た
火
炮
を
教
え
る
」「
博
多
の
倭
人
が
唐
人
と
私
通
し
て
物
貨
を
交
易
し
、

鉄
丸
火
炮
を
教
習
し
な
い
者
は
な
い
」
と
あ
っ
て
、
銃
砲
・
火
炮
・
鉄
丸
・
砲
と
呼

称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
一
連
の
用
例
か
ら
倭
寇
が
引
き
つ
づ
き
火
炮
、
つ
ま
り
鉄
炮
を
日
本
に
伝
え

て
い
る
事
実
が
鮮
明
で
あ
る
。
こ
の
期
間
は
日
本
年
号
で
い
え
ば
、
天
文
十
四
年
か

ら
弘
治
元
年
に
あ
た
り
、
鉄
炮
の
普
及
の
は
じ
ま
る
時
期
で
あ
る
。
火
炮
が
鉄
炮
で

な
い
と
し
た
ら
、
い
か
な
る
火
器
が
日
本
に
伝
来
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
鉄
炮
以
外
考

え
ら
れ
ま
い
。

朝
鮮
王
朝
で
は
壬
辰
の
倭
乱
の
緒
戦
で
さ
え
、
日
本
の
鉄
炮
を
鉄
丸
・
火
炮
と
呼

称
し
て
い
た
。
こ
の
半
世
紀
前
、
倭
寇
に
よ
っ
て
未
知
の
鉄
炮
が
は
じ
め
て
極
東
に

も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
鉄
炮
の
存
在
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
詳
細
を
知
ら
な
か
っ
た

朝
鮮
王
朝
が
、
そ
れ
を
漠
然
と
火
炮
な
ど
と
、
呼
称
し
た
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。

有
馬
成
甫
氏
の
『
火
砲
の
起
源
と
そ
の
傳
流
』
所
収
の
『
懲
毖
録
』
の
記
事
を
根
拠

に
「
火
炮
」
の
文
字
だ
け
を
問
題
視
し
て
、
朝
鮮
史
料
に
数
多
く
表
れ
る
用
例
を
無

視
す
る
村
井
氏
の
批
判
こ
そ
「
明
ら
か
な
誤
り
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
村
井
氏
は
鉄
炮
伝
来
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
の
直
接
の
出
会
い
と
『
日
本
一

鑑
』
の
「
初
め
仏
郎
機
国
よ
り
出
づ
、
国
の
商
人
始
め
て
種
島
の
夷
に
教
え
て
造
る

所
な
り
」
の
解
説
を
引
用
し
、
き
わ
め
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
歴
史
認
識
と
強
調
す

る
。
し
か
し
、前
段
の「
初
め
仏
郎
機
国
よ
り
出
づ
」は
鉄
炮
の
起
源
を
述
べ
も
の
で
、

こ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
か
ら
の
直
接
伝
播
と
解
釈
す
る
の
は
飛
躍
で
あ
る
。
そ
し

て
国
の
商
人
以
下
は
、
朝
鮮
史
料
の
『
稗
官
雑
記
』
の
「
福
建
の
人
民
が
銃
砲
を
倭

に
教
え
、
倭
が
砲
を
放
つ
こ
と
は
今
日
に
始
ま
る
」
と
通
じ
て
お
り
、
こ
の
解
説
は
、

む
し
ろ
倭
寇
鉄
炮
伝
来
説
の
有
力
な
証
言
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
村
井
氏
は
宇
田
川
説
に
「
従
え
ば
、
戦
国
史
に
お
い
て
一
五
四
二
年
（
あ

る
い
は
一
五
四
三
年
）
は
い
か
な
る
意
味
で
も
画
期
で
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
い
な

い
。」
と
批
判
す
る
が
、
画
期
の
前
提
に
は
潤
色
の
多
い
『
鉄
炮
記
』
が
あ
る
よ
う

に
思
え
て
な
ら
な
い
。
朝
鮮
史
料
や
倭
寇
の
活
発
な
活
動
か
ら
種
子
島
以
外
の
諸
地

域
へ
の
鉄
炮
の
伝
来
は
否
定
す
べ
く
も
な
く
、
国
内
に
お
け
る
鉄
炮
の
普
及
が
急
速

だ
っ
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。
画
期
は
鉄
炮
の
伝
来
と
普
及
の
全
体
像
を
あ
き
ら

か
に
し
て
こ
そ
決
め
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
村
井
氏
の
画
期
論
に
は
諸
手

を
挙
げ
ら
れ
な
い
。

日
本
に
伝
来
し
た
鉄
炮
の
源
流

村
井
氏
は
東
南
ア
ジ
ア
製
で
あ
る
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
関
係
を

否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
、的
場
論
文
の
「
種
子
島
銃
の
モ
デ
ル
を
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
製
銃
の
流
れ
を
汲
ん
で
マ
ラ
ッ
カ
で
現
地
生
産
さ
れ
た
銃
に
求
め
る
結
論
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は
、
鉄
炮
伝
来
と
倭
寇
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
も
説
得
的
」
と
高
く
評
価
し

た
。
し
か
し
、
的
場
論
文
に
は
天
文
十
三
年
に
種
子
島
に
い
た
ス
ペ
イ
ン
人
ペ
ト
ロ

か
ら
津
田
監
物
が
鉄
炮
を
学
び
、
種
子
島
に
伝
来
し
た
銃
は
ス
ペ
イ
ン
で
「
ア
ル
カ

ブ
ス
」
と
い
う
軽
量
級
瞬
発
式
火
縄
点
火
装
置
銃
と
主
張
す
る
が
、
津
田
監
物
は
紀

州
出
身
の
砲
術
家
で
あ
り
、
種
子
島
と
は
無
関
係
の
人
物
で
あ
り
、
伝
来
直
後
に
砲

術
武
芸
が
存
在
す
る
は
ず
も
な
く
、
砲
術
家
津
田
監
物
の
登
場
は
あ
り
え
な
い
の
で

あ
り
、
的
場
論
文
の
天
文
十
二
年
に
種
子
島
で
射
撃
を
見
せ
た
の
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

で
、
天
文
十
三
年
に
津
田
監
物
に
銃
の
扱
い
方
を
教
え
た
の
は
ス
ペ
イ
ン
人
と
す
る

主
張
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
鉄
炮
の
構
造
に
対
す
る
理
解
の
問
題
だ
が
、
的
場
論
文
は
伝
来
銃
の
特
徴

を
「
火
ば
さ
み
の
倒
れ
る
方
向
が
銃
口
側
に
あ
り
、瞬
発
式
火
縄
点
火
装
置
を
持
ち
、

銃
床
が
頬
付
け
式
」
と
し
、
こ
れ
は
西
欧
で
十
六
世
紀
前
半
に
開
発
さ
れ
た
鳥
類
狩

猟
仕
様
と
一
致
し
て
お
り
、
南
方
の
密
林
で
の
狩
猟
用
の
鳥
銃
を
必
要
と
し
て
、
マ

ラ
ッ
カ
で
現
地
生
産
さ
れ
た
鳥
銃
が
種
子
島
に
伝
来
し
た
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
伝
来
銃
の
特
徴
は
火
縄
挟
み
の
ほ
か
に
機
関
部
の
構
造
、
火
皿
の
取
り

付
方
や
位
置
、
銃
身
の
形
状
、
火
蓋
や
銃
口
の
形
状
に
も
言
及
す
べ
き
で
あ
り
、
的

場
論
文
の
指
摘
は
説
得
力
の
あ
る
特
徴
の
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
主
張

の
根
幹
と
な
る
種
子
島
伝
来
銃
、
マ
ラ
ッ
カ
で
現
地
生
産
さ
れ
た
西
欧
型
鳥
類
狩
猟

仕
様
の
銃
の
具
体
像
が
一
切
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
致
命
的
で
あ
る
。

要
す
る
に
村
井
氏
が
高
く
評
価
し
た
的
場
論
文
は
津
田
流
秘
伝
書
や
『
鉄
炮
記
』

を
無
批
判
に
引
用
し
、
鉄
炮
の
構
造
的
理
解
を
欠
き
、
な
お
か
つ
根
拠
資
料
の
鉄
炮

の
具
体
像
を
提
示
し
な
い
ま
ま
、
い
く
つ
も
の
推
測
を
か
さ
ね
て
お
り
、
論
証
は
完

結
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

村
井
氏
は
的
場
論
文
に
あ
る
数
多
く
の
疑
問
に
一
言
も
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
た

だ
「
鉄
炮
伝
来
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
の
直
接
の
出
会
い
説
」
を
補
強
す
る
た
め
に

同
氏
の
説
を
評
価
し
た
と
思
わ
れ
、
銃
砲
史
・
砲
術
史
の
視
点
か
ら
は
高
評
価
を
あ

た
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
村
井
氏
の
第
二
の
批
判
は
客
観
性
を
欠
い
て
お
り
、
批

判
に
な
っ
て
い
な
い
。

鉄
炮
の
仕
様
の
差
異
が
多
元
的
伝
来
を
意
味
す
る
か

村
井
氏
は
何
の
根
拠
も
示
さ
ず
に
日
本
銃
の
す
べ
て
の
バ
ゥ
リ
エ
シ
ョ
ン
が
各
別

の
伝
来
ま
で
遡
る
は
ず
も
な
く
、
砲
術
家
た
ち
の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
伝
来
後
に
生

じ
た
変
異
も
多
い
に
ち
が
い
な
い
と
批
判
し
た
。
私
の
論
理
で
は
こ
の
変
異
は
当
然

と
理
解
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
い
き
な
り
「
鉄
炮
伝
来
は
種
子
島
以
外
、
西
日
本
一

帯
の
広
い
地
域
に
分
散
波
状
的
に
あ
っ
た
」
と
い
う
「
新
事
実
」
に
つ
な
げ
る
と
批

判
す
る
。
そ
こ
で
鉄
炮
の
伝
来
を
南
蛮
文
化
の
受
容
と
定
着
の
過
程
と
捉
え
て
、
伝

来
後
の
変
異
を
あ
ら
た
め
て
主
張
し
て
村
井
氏
の
理
解
を
求
め
た
。

東
南
ア
ジ
ア
の
王
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
伝
来
し
た
火
縄
銃
を
、
長
い
歳
月
を
か
け

て
改
良
し
て
民
族
性
豊
か
な
も
の
に
し
た
。
倭
寇
が
九
州
や
西
国
地
方
に
伝
え
た
東

南
ア
ジ
ア
の
鉄
炮
の
仕
様
は
多
様
で
あ
っ
た
。
伝
来
し
た
鉄
炮
を
日
本
で
は
南
蛮
鉄

炮
、
あ
る
い
は
南
蛮
筒
と
呼
称
し
た
が
、
や
が
て
砲
術
家
は
南
蛮
鉄
炮
を
模
倣
し
て

異
風
筒
を
作
り
、
さ
ら
に
日
本
の
風
土
や
日
本
人
の
体
形
に
適
し
、
な
お
か
つ
実
用

性
を
重
視
し
て
各
部
（
火
縄
挟
・
地
板
・
用
心
金
・
両
目
当
・
銃
身
）
の
過
度
な
装

飾
を
簡
素
に
し
、
雨
露
の
流
入
を
防
ぐ
た
め
に
雨
覆
の
金
具
を
取
り
付
け
、
一
枚
火

蓋
を
割
火
蓋
に
改
良
し
な
が
ら
流
派
独
自
の
鉄
炮
を
作
り
上
げ
た
が
、巣
口
（
銃
口
）

の
筋
柑
子
・
丸
柑
子
・
角
柑
子
・
芥
子
柑
子
の
仕
様
、
カ
ル
カ
を
収
納
す
る
穴
、
火

縄
挟
み
を
起
動
さ
せ
る
平
カ
ラ
ク
リ
、
鳶
ノ
尾
銃
身
、
オ
ー
プ
ン
サ
イ
ト
の
前
目
当

は
南
蛮
鉄
炮
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。

南
蛮
鉄
炮
の
伝
来
地
に
は
、
第
一
期
の
砲
術
家
の
出
身
地
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
流

派
の
鉄
炮
に
は
南
蛮
鉄
炮
の
仕
様
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
鉄
炮
伝
来

が
種
子
島
を
ふ
く
め
て
九
州
や
西
国
地
方
な
ど
広
範
囲
に
お
よ
ん
だ
こ
と
を
証
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

村
井
氏
は
中
世
対
外
史
研
究
の
重
要
な
問
題
と
し
て
鉄
炮
伝
来
を
取
り
上
げ
、
そ

の
な
か
で
私
の
ア
ジ
ア
の
で
き
ご
と
捉
え
た
倭
寇
鉄
炮
伝
来
説
を
批
判
し
、
鉄
炮
伝
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来
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
の
直
接
の
出
会
い
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
た

が
、
し
か
し
、
批
判
①
の
「
朝
鮮
王
朝
と
明
史
料
の
火
炮
の
解
釈
」
に
は
大
き
な
誤

解
が
あ
り
、
ま
た
批
判
②
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
の
直
接
の
接
触
を
主
張
す
る
『
日

本
一
鑑
』
の
解
釈
は
強
引
で
あ
り
、
反
論
の
根
拠
に
な
っ
た
的
場
論
文
の
評
価
は
客

観
的
で
な
い
。
そ
し
て
批
判
③
の
「
鉄
炮
の
仕
様
の
差
異
が
多
元
的
伝
来
を
意
味
す

る
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
た
だ
理
解
を
求
め
る
ほ
か
な
い
が
、
本
稿
で
は
村
井
氏
の

①
と
②
の
批
判
は
と
も
に
有
効
で
な
い
と
反
論
し
、
な
お
か
つ
鉄
炮
の
仕
様
の
差
異

が
多
元
的
伝
来
を
意
味
す
る
こ
と
を
く
り
か
え
し
て
主
張
し
た
次
第
で
あ
る
。

鉄
炮
伝
来
と
普
及
は
伝
来
研
究
の
推
移
が
示
唆
す
る
よ
う
に
文
献
史
料
に
く
わ

え
て
幅
広
い
資
料
を
駆
使
し
な
け
れ
ば
新
し
い
像
は
描
け
な
い
問
題
で
あ
る
。
今

後
、
分
野
間
の
議
論
の
障
碍
に
な
っ
て
い
る
文
献
史
料
と
実
物
資
料
の
横
断
的
活

用
に
期
待
を
か
け
て
、
さ
ら
な
る
鉄
炮
伝
来
論
の
深
化
を
渇
望
し
て
止
ま
な
い
。

（
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
六
日
成
稿
）　

註（
1
）『
世
界
史
の
な
か
の
戦
国
日
本
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
・
筑
摩
書
房　

二
〇
一
二
年
五
月
、『
日

本
中
世
境
界
史
論
』
岩
波
書
店　

二
〇
一
三
年
三
月
。

（
2
）「
伝
于
政
院
曰
、
今
見
全
羅
道
右
道
水
使
于
閔
応
瑞（
星
）啓
本
、（
以
下
二
行
書
）唐
船
依
泊

於
羅
州
飛
弥
島
、
即
発
兵
船
圉
截
其
船
、
見
其
形
貌
、
則
或
着
黒
衣
而
、
其
数
九
十
余
名
語
音

不
能
相
通
、
故
大
書
何
地
何
人
縁
何
事
漂
流
事
、
此
以
示
、
則
皆
相
視
不
応
、
即
発
火
炮
以
射
我

船
、
二
人
中
炮
而
死
、
二
人
中
炮
而
傷
、
故
雖
有
生
擒
有
旨
而
勢
不
得
巳
、
応
以
火
炮
・
弓
箭

而
、
唐
人
外
設
防
牌
隠
匿
船
中
、
促
櫓
向
東
、
故
適
因
風
雨
、
雖
得
窮
迫
捕
獲
云
（
以
上
二
行

書
）、
漂
海
唐
船
持
火
炮
器
具
而
、
殺
害
軍
人
至
於
数
三
、
不
須
窮
迫
大
洋
之
中
而
、
期
於
必
獲

也
、
後
勿
如
是
而
待
其
自
泊
、
以
為
捕
捉
事
、
言
于
該
曹（
以
下
略
）、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
中
宗

巻
一
百
四
、三
十
九
年
甲
辰
七
月
辛
亥「
一
九
〜
一
一
一
頁
」）韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
本
、以
下
同
。

（
3
）「
左
承
旨
安

啓
曰
、（
中
略
）
此
唐
人
令
持
火
炮
器
具
漂
向
日
本
、
而
教
習
於
彼
、
則
其
為

巨

莫
、
此
為
甚
令
僉
使
万
戸
抄
択
入
番
、
驍
勇
之
軍
伏
兵
要
害
而
使
不
得
過
越
全
羅
地
界

（
中
略
）
已
下
該
曹
矣
、
今
聞
所
啓
果
為
甚
当
、
若
以
火
炮
而
教
習
日
本
、
則
其
為
後
患
豈
云

少
哉
、此
意
言
該
曹
改
之
」『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
中
宗
巻
二
百
四
、三
十
九
年
甲
辰
七
月
「
一
九

〜
一
一
一
頁
」）。

（
4
）『
懲
毖
録
』
元
禄
乙
亥
（
八
年
）
和
刻
本　

筑
前
州
貝
原
篤
信
序　

筆
者
蔵
。

（
5
）「
義
智
等
献
孔
雀
一
雙
、
鳥
銃
数
件
、
命
放
孔
雀
于
南
陽
海
島
、
蔵
鳥
銃
于
軍
器
寺
、
我
国
之

有
鳥
銃
始
此
」『
宣
祖
修
正
実
録
』（
巻
二
十
三
、二
十
二
年
己
丑
「
二
五
〜
五
八
二
頁
」）。

（
6
）「
承
旨
安

啓
曰
、
唐
人
今
以
火
炮
幸
伝
習
日
本
、
則
其
禍
大
矣
、
故
予
亦
以
為
然
、
下
諭
全

羅
道
勿
使
過
越
他
境
而
瞭
望
生
擒
矣
、
今
更
料
之
、
則
唐
人
通
行
日
本
者
非
、
但
此
輩
其
火
炮

傳
習
之
事
、
終
難
防
禁
而
、
今
若
投
降
我
国
、
則
護
還
中
原
合
於
事
大
之
道
（
以
下
略
）」『
朝

鮮
王
朝
実
録
』（
中
宗
巻
一
百
四
、三
十
九
年
甲
辰
八
月
「
一
九
〜
一
二
三
頁
」）。

（
7
）
田
中
健
夫
『
倭
寇
』
教
育
社
新
書　

一
九
七
五
年
。

（
8
）「
領
議
政
尹
仁
鏡
・
右
議
政
鄭
順
朋
啓
曰
、
謝
恩
奏
聞
使
台
諫
啓
請
兼
之
、　

此
意
固
当
、
但

勅
書
見
偸
及
中
原
人
来
為
水
賊
、
皆
是
重
事
、
福
建
人
交
通
倭
奴
、
既
給
兵
器
、
又
教
火
炮
、

此
上
与
我
国
、
皆
是
不
利
之
事
也
（
以
下
略
）」（『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
明
宗
巻
五
、二
年
丁
未

四
月
「
一
九
〜
四
九
八
頁
」）。

（
9
）
田
北
学
編
『
編
年
大
友
史
料
』
十
九
―
二
五
〇　

金
洋
堂　

一
九
八
八
年
。

（
10
）『
日
本
関
係
朝
鮮
史
料
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、
米
谷
均
「
東
大
史
料
編
纂
架
蔵
『
日
本

関
係
朝
鮮
史
料
』」『
古
文
書
研
究
』
第
四
十
八
号　

一
九
九
八
年
。

（
11
）「
全
羅
道
都
巡
察
使
李
浚
慶
曰
、
本
道
之
倭
賊
大
熾
故
已
令
慶
尚
清
洪
両
道
防
禦
使
率
軍
馳
赴

合
力
攻
勦
矣
、
今
料
賊
勢
若
已
奔
敗
、
則
不
無
移
他
道
作
耗
之
患
、
倭
司
猛
信
長
倭
人
留
館
者

也
（
以
下
略
）」『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
明
宗
巻
十
八
、十
年
乙
卯
六
月
「
二
〇
〜
二
七
九
頁
」）。

（
12
）「
備
辺
司
啓
曰
、
倭
人
信
長
所
造
銃
筒
制
度
、
雖
精
而
薬
穴
入
火
不
易
発
丸
不
猛
、
其
言
曰
、

薬
不
良
故
也
、
明
年
更
来
試
之
云
、
厚
待
還
送
事
請
令
礼
曹
議
定
伝
曰
可
」『
朝
鮮
王
朝
実
録
』

（
明
宗
巻
十
八
、十
年
乙
卯
五
月
「
二
〇
〜
二
七
四
頁
」）。

（
13
）「
火
縄
銃
の
伝
来
を
巡
っ
て
」
佐
々
木
稔
編
『
火
縄
銃
の
伝
来
と
技
術　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
三
年
四
月
。
村
井
氏
は
朝
鮮
王
朝
で
は
日
本
の
鉄
炮
を
「
鳥
銃
」「
鳥
嘴
銃
」
と
呼
称

す
る
と
主
張
し
た
が
、
論
文
発
表
時
期
か
ら
関
周
一
氏
の
主
張
が
先
行
す
る
。

（
14
）「
且
火
砲
年
久
薬
力
無
効
視
彼
唐
人
之
砲
真
児
戯
耳
、
其
他
器
械
亦
残
弊
而
不
錬
、
其
遇
敵
必

敗
勢
之
使
然
也
」『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
中
宗
巻
一
百
四
「
一
九
〜
一
三
二
頁
」）。

（
15
）「
済
州
漂
来
唐
人
等
、
有
能
解
瀝
青
者
、
通
事
雖
曰
伝
習
大
綱
、
然
既
伝
而
、
亦
伝
於
他
人
、

則
恐
不
得
精
也
、（
中
略
）
唐
人
亦
、
有
能
解
銃
筒
者
、
通
事
亦
伝
習
大
綱
、
然
非
箭
矢
也
、

乃
鉄
丸
也
、
請
令
該
司
匠
人
等
伝
習
、
且
能
解
此
等
事
唐
人
、
当
於
最
後
運
入
送
」『
朝
鮮
王

朝
実
録
』（
明
宗
巻
二
、
即
位
年
乙
巳
十
一
月
「
一
九
〜
三
二
六
頁
」）。

（
16
）『
韓
国
火
器
図
鑑
』
韓
国
文
化
財
管
理
局
編　

一
九
六
六
年
、『
科
学
技
術
文
化
財
報
告
書
Ⅱ
』

韓
国
文
化
財
管
理
局
一
九
八
六
年
。

（
17
）「
軍
器
寺
提
調
曰
、
今
日
唐
人
処
伝
習
火
砲
放
于
慕
華
館
、
別
無
猛
烈
之
気
、
立
標
四
十
歩
而

放
之
皆
不
中
、
我
国
之
砲
一
中
防
牌
而
還
退
唐
人
等
云
、
中
原
用
杉
灰
故
迅
烈
而
此
以
柳
木
灰

故
不
至
猛
発
云
、
且
其
器
械
鈍
、
甚
不
如
我
国
之
砲
、
伝
曰
、
知
道
」『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
明

宗
巻
二
、
即
位
年
乙
巳
十
一
月
「
一
九
〜
三
六
三
頁
」）。



22

国立歴史民俗博物館研究報告
第 190集　2015年 1月

（
31
）所
荘
吉「
津
田
流
鉄
砲
口
訣
記
に
つ
い
て
」『
銃
砲
史
研
究
』第
二
五
六
号　

一
九
九
四
年
二
月
。

（
32
）
岡
田
章
雄
『
戦
国
の
風
雲
日
本
史
の
謎
と
発
見
』
毎
日
新
聞
社　

一
九
七
九
年
。

（
33
）「
関
家
文
書
」（
茨
城
県
土
浦
市
立
博
物
館
保
管
）。

（
34
）「
上
井
覚
兼
日
記
」『
大
日
本
古
記
録
』
一
九
五
四
年
三
月　

東
大
史
料
編
纂
所
。

（
35
）
池
宮
正
治
・
小
峰
和
雄
『
古
琉
球
を
め
ぐ
る
文
学
言
説
と
資
料
学
』
三
弥
井
書
店　

二
〇
一
〇

年
一
月
。

（
36
）
洞
富
雄
『
鉄
砲
』
思
文
閣
出
版　

一
九
九
一
年
七
月
。

（
37
）「
砲
術
武
芸
の
歴
史
」
宇
田
川
武
久
編『
日
本
銃
砲
の
歴
史
と
技
術
』雄
山
閣　

二
〇
一
三
年
九
月
。

（
38
）
所
荘
吉
『
図
解
古
銃
事
典
』
雄
山
閣　

一
九
九
三
年
四
月
。

（
39
）『
大
航
海
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア　

１
４
５
０
〜
１
６
８
０
年　

Ⅰ　

貿
易
風
の
下
で
』（
平
野

秀
秋
／
田
中
優
子
訳　

法
政
大
学
出
版
局　

一
九
九
七
年
九
月
）。

（
40
）『A

 G
LO
SSA

RY
 O
F T
H
E C
onstruction

、D
ecoration and U

se of A
rm
s and  

A
rm
or

』
一
九
六
一
年
。

（
41
）『
群
馬
県
史
』
資
料
編
七
―
二
〇
二
三
・
二
〇
二
四
号
文
書　

一
九
五
五
年
。

（
42
）
竹
内
理
三
編
「
家
忠
日
記
」『
続
史
料
大
成
』
臨
川
書
店　

一
九
六
三
年
。

（
43
）「
佐
伯
藩
史
料
」
大
分
県
佐
伯
市
教
育
委
員
会
所
蔵
。

（
44
）『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
二
十
四　

一
九
九
七
年
五
月
。

（
45
）「
遠
国
武
器
類
五
・
六
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
）。

（
46
）
洞
富
雄
『
鉄
砲
』（
前
掲
）。

（
47
）『
群
馬
県
史
』
資
料
編
七　

二
〇
二
三
・
四
号
文
書　

一
九
八
五
年
。

（
48
）『
南
蛮
流
小
筒
遠
町
之
書
第
三
』
歴
博
所
蔵
。

（
49
）「
石
見
亀
井
家
文
書
」
歴
博
所
蔵
。

（
50
）
林
銑
吉
編
『
島
原
半
嶋
史
』
長
崎
県
南
高
来
郡
市
教
育
委
員
会　

一
九
五
四
年
。

（
51
）「
田
布
施
流
秘
伝
書
」
歴
博
所
蔵
。

（
52
）「
鉄
砲
図
版
」『
国
史
大
辞
典
』
９
所
収　

吉
川
弘
文
館
。

（
53
）
前
田
義
人
「
大
手
町
遺
跡
（
小
倉
城
堀
跡
）
の
調
査
」
日
本
城
郭
史
学
会
発
表
資
料　

二
〇
〇
五
年
四
月
。

（
54
）『
安
齋
實
砲
術
関
係
資
料
及
び
所
荘
吉
「
青
圃
文
庫
」
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
目
録
』
二
〇
〇
八
年
三

月
、
歴
博
。
本
目
録
お
よ
び
他
機
関
の
資
料
に
よ
り
作
成
。

（
55
）「
安
見
流
鉄
炮
之
書
」
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
。

（
56
）「
一
火
流
秘
伝
書
」
歴
博
所
蔵
。

（
18
）
中
村
栄
孝
「
柳
成
竜
の
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
史
料
」『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
―
中
―
』
吉
川
弘
文

館　

一
九
七
〇
年
八
月
。

（
19
）
洞
富
雄
『
鉄
砲
』
思
文
閣
出
版　

一
九
九
一
年
七
月
。

（
20
）
佐
久
間
重
男
『
日
明
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
二
年
二
月
。

（
21
）「
薦
曰
、不
可
、五
六
千
可
以
把
守
、但
今
之
軍
兵
、皆
農
夫
不
習
軍
旅
、且
小
臣
秩
卑
以
臣
領
之
、

則
必
潰
散
、
賊
無
他
長
技
、
惟
鉄
丸
短
兵
而
巳
」（『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
巻
二
十
六
、二
十
五
年

壬
辰
五
月
「
二
一
〜
四
八
七
頁
」）。

（
22
）「
我
国
人
不
可
接
戦
賊
徒
、
一
百
名
出
来
、
則
前
鋒
百
人
持
鉄
丸
・
環
刀
、
其
余
後
行
皆
無
兵

器
、
我
軍
誠
冒
死
突
入
勝
之
必
矣
、
而
先
為
遁
走
故
毎
々
見
敗
矣
」『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
巻

三
十
一
、二
十
五
年
壬
辰
十
月
「
二
一
〜
五
五
〇
頁
」）。

（
23
）「
我
国
崇
習
虚
文
末
節
武
略
不
競
致
有
今
日
之
禍
、（
中
略
）
賊
之
長
技
唯
在
於
火
砲
、
我
軍

遇
輒
驚
潰
、
只
在
於
此
」『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
巻
三
十
四
、二
十
六
年
癸
巳
正
月
「
二
一
〜

六
一
七
頁
」）。

（
24
）「（
賊
）
兵
力
極
盛
器
械
極
妙
士
卒
極
錬
、以
我
国
無
教
之
兵
禦
之
、無
異
於

蜋
之
拒
（
中
略
）

且
賊
之
全
勝
只
在
於
火
砲　

天
兵
之
震
畳
亦
在
於
火
砲
、
我
国
之
所
短
亦
在
此
」『
朝
鮮
王
朝

実
録
』
巻
三
十
九
、二
十
六
年
癸
巳
六
月
「
二
二
〜
二
一
頁
」）。

（
25
）「
上
曰　

倭
鳥
銃
当
冬
寒
冱
、
則
不
猛
云
然
乎
、
熙
緒
曰　

天
気
凛
冽
薬
力
尤
緊
、
安
有
不
猛

之
理
乎
」『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
巻
三
十
二
、二
十
五
年
壬
辰
十
一
月
「
二
一
〜
五
七
七
頁
」）。

（
26
）「
上
教
曰
鳥
銃
之
制
、
則
巳
為
伝
習
矣
、
焔
焇
煮
取
之
法
未
能
伝
習
、
今
次
生
擒
倭
人
知
其
煮

法
云
、
此
倭
殺
之
無
益
、
宜
イ
貳
其
死
、
速
令
呉
応
林
・
蘇
忠
漢
等
率
匠
人
尽
得
其
法
、
此
意

密
言
于
兵
曹
判
書
李
恒
福
」『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
巻
三
十
六
、二
十
六
年
癸
巳
三
月
「
二
一
〜

六
六
一
頁
」）。

（
27
）「
我
国
所
造
鳥
銃
皆
麤
造
無
用
、
今
勿
如
是
、
以
倭
鳥
銃
之
精
妙
者
為
准
的
、
一
依
其
様
製
造

可
矣
」（『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
巻
四
十
六
、二
十
六
年
癸
巳
十
二
月
「
二
二
〜
一
七
六
頁
」）。

（
28
）
韓
国
：
奎
章
閣
図
書
（
ソ
ウ
ル
大
学
図
書
館
所
蔵
）

　
　
（
奥
書
）「
三
江
郡
有
嘉
靖
四
十
四
年
所
印
銃
筒
式
一
篇
、未
知
何
人
所
為
、其
言
太
略
其
術
太
陋
、

加
以
薬
数
之
分
両
子
数
之
多
少
、
銃
鎗
装
放
法
、
軍
卒
習
練
之
法
、
皆
不
之
詳
焉
、
行
伍
之
士

何
従
而
、
知
其
彀
而
得
其
妙
乎
、
余　

就
其
中
稍
加
刪
潤
並
添
新
書
所
載
火
器
之
論
名
之
曰　

神
器
秘
訣
、
然
将
領
而
不
知
、
兵
士
而
不
知
戦
、
則
雖
有
其
器
無
益
於
勝
敗
、
故
又
取
太
公
兵

法
二
十
一
章
、
孫
子
兵
法
十
三
章
、
尉
繚
兵
法
十
七
章
、
戚
継
光
兵
法
五
十
二
章
、
附
于
其
下

示
、
諸
北
路
鎮
堡
之
将
使
人
、
人
知
如
此
而
備
攻
打
、
如
此
而
厳
部
伍
、
如
此
而
峻
連
刑
、
如

此
而
生
奇
正
深
謀
異
略
靡
有
不
備
、
其
於
数
十
成
百
外
捍
内
衛
之
策
、
未
必
無
少
補
云
爾
、
萬

暦
癸
卯
夏
、
咸
鏡
道
都
巡
察
使
韓
孝
純
、
書
咸
山
武
学
堂
、」

（
29
）的
場
節
子「
南
蛮
人
日
本
初
渡
来
に
関
す
る
再
検
討
」『
国
史
学
』第
一
六
二
号　

一
九
九
六
年
。

（
30
）「
南
蛮
流
秘
伝
書
」『
安
斎
實
炮
術
関
係
資
料
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵　

以
下
歴
博
と

表
記
す
る
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
）

（
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
六
日
受
付
、
二
〇
一
四
年
七
月
二
八
日
審
査
終
了
）
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Another Study of the Introduction of Guns to Japan : As a Counter-
argument to the Criticism of Dr. Shōsuke Murai

UDAGAWA Takehisa

There is an established theory that guns were first introduced to Japan through Tanegashima Island 

in August 1543 (Tenmon 12). This theory is based on Teppo Ki (Journal of Guns) written by Nampo Bun-

shi in 1603 (Keichō 11), over half a century after the guns were introduced to the country. The journal 

manifests that the wide spread of guns at that time was solely attributed to Tokitaka, who had got guns 

from overseas. It also describes Tsuda Kenmotsu; Suginobō, a priest from Negoro-ji Temple; Tachibanaya 

Matasaburō, a merchant from Sakai; and Matsushita Gorōsaburō as people who spread guns from Tane-

gashima Island to Sakai in Izumi Province and Negoro in Kishū Province, and then from these provinces 

in Kinai region to Kanto region, though judged from historical evidence, the description is far-fetched. 

Nevertheless, not a small number of people believe that the description of Teppo Ki that guns were intro-

duced to Japan through Tanegashima Island is the only one truth.

The arrival of guns in Tanegashima Island was accidental at all. It was because a large ship was cast 

up on the island. The ship was the Chinese-style ship of Wang Zhi (Ōchoku), a famous leader of wakō 

(Japanese pirates) who were busily engaged in smuggling on the ocean in East Asia in violation of the 

restrictions on maritime trade by the Ming Dynasty and who established deep relationships with daimyō 

and merchants in Kyushu and Saigoku regions. In recognition of this fact, the author has indicated that it 

was wakō who separately and gradually introduced guns from Southeast Asian countries to Tanegashima 

Island as well as Kyushu and Saigoku regions.

Although the introduction of guns to Japan has been studied over a century since the Meiji era, the 

debate was recently rekindled among researchers in the history of foreign relations in medieval Japan. 

Particular attention has been drawn to the theory of Dr. Shōsuke Murai, who severely criticizes the 

author for firmly insisting that guns were introduced by wakō and for not providing enough counter-

arguments to answer three major questions: (1) the interpretation of guns in the historical documents 

of Korea and Ming China; (2) the origins of the guns introduced to Japan; and (3) the question whether a 

wide variety of guns really means that they were separately and gradually introduced to Japan. Dr. Murai 

also emphasizes that the introduction of guns to Japan should be seen as a direct encounter of Japanese 

with Europeans. As there is a difference of view, this article aims to answer the three questions raised by 

him from the viewpoint of the history of guns and gunnery.
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図版１　オリエンタルのマッチ・ロック（火縄式鉄炮）

1・2は日本，3は東インド諸島のマライ半島，4はインドシナ東北地方，ヴエトナム北部の中心地のトンキン，5はビルマに住むタイ族
のカムテイ族，6は中央インド，7はインド中南部のハイデラバード，8はパキスタン南東部のシンド，9・10 は台湾と中国。ジョージ・
カメロン・ストーンは機関部の構造から 1～ 5 を日本タイプとしてグル―ピングしている。『A GLOSSARY OF THE Construction, 
Decoration and Use of Arms and Armor』1961 年。
なお，6の中央インドから 10 の中国の火縄銃の構造は，サイドハンマーでオープンサイトの照門をもつ日本タイプとことなり，火縄挟
みと引金が一体構造で，火縄挟みが銃床の中央を貫通するセンターハンマーで，照門はピープサイトである。
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図版５　南蛮筒
（口径 16mm・銃身長 164,5cm　愛知・徳川美術館所蔵）
火蓋に三つ葉葵紋があるが，日本での改造，地板・弾金・引金などの金具の仕様が和銃と異なり，
銃床に庵がないのは南蛮筒の特徴。

図版２　田布施流の異風筒の図
（田布施流秘伝書〔寛永十三年三月廿一日酒井市之丞〕）（歴博所蔵）
機関部は日本的，銃尾に南蛮筒の面影がある。

図版３　南蛮筒
（口径 8mm・銃身長 91cm・全長 123cm　東京・靖国神社所蔵）
銃床・胴金・火縄挟み・雨覆・弾金は日本での改造，火皿・地板，用心金は南蛮鉄炮の仕様である。

図版４　南蛮筒
（口径 12mm・銃身長 72,1cm・全長 101cm　東京・靖国神社）
火縄挟みと両目当は日本でも改造，弾金・火皿・火蓋・銃身の胴金がなく鳶ノ尾は南蛮鉄炮の仕様である。



図版６　東南アジアの火縄銃
（タイ国立博物館所蔵　筆者撮影）
上は用心金，下は火蓋が欠損，金具の意匠に注目，鳶の尾銃身，火蓋の手前に火皿を
留める捻子の頭がみえる。図版 1・2との類似点が多い。

図版７　「レパント戦闘図」部分
（香雪美術館所蔵）
立放頬付けの射撃姿勢，地板の形状に注目，田布施流や小倉城出土の
地板の形状に酷似，当時，流行の南蛮鉄炮や異風筒を参考に描かれた。



図版8　田布施流仕様の鉄炮の図
（田布施流秘伝書〔寛永十三年三月廿一日酒井市之丞〕）（歴博所蔵）
立放頬付けの射撃姿勢

図版9　田布施流の鉄炮
（口径 15mm・全長 98cm銘「摂州住藍屋権右衛門作」）（歴博所蔵）
地板，前目当が仕様が田布施流秘伝書に合致する。

図版10　小倉城外堀出土の地板
（北九州市教育委員会保管）
南蛮鉄炮の意匠に系譜を引いている地板の形状


